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税務訴訟資料 第２６３号－２０３（順号１２３２７） 

東京地方裁判所　平成●●年（○○）第●●号　納税告知処分取消等請求事件（第１事件）、平成 

●●年（○○）第●●号 納税告知処分取消等請求事件（第２事件） 

国側当事者・国（麻布税務署長事務承継者芝税務署長） 

平成２５年１１月１日認容・控訴 

判 決 

第１事件原告 Ｃ 

日本における代表者 甲 

第２事件原告 Ｄ 

日本における代表者 甲 

上記両名訴訟代理人弁護士 宮崎 裕子 

同 神田 遵 

同 平川 雄士 

同訴訟復代理人弁護士   加藤 嘉孝 

被告 国 

同代表者法務大臣 谷垣 禎一 

処分行政庁 麻布税務署長事務承継者 

芝税務署長 

東海 秀樹 

被告指定代理人  目代 真理 

小柳 誠 

山門 由美 

岡部 博昭 

長澤 範幸 

茅野 純也 

古川 丹生 

久木元 剛美 

三上 寛治 

米本 邦典 

主 文 

１ 麻布税務署長が第１事件原告に対して平成１９年３月２７日付けでした別表１－２記載の源泉

徴収に係る所得税の各納税の告知の処分及び各不納付加算税の賦課決定をいずれも取り消す。 

２ 被告は、第１事件原告に対し、金２億５２４７万７８３１円及び別紙Ａ記載の金員を支払え。 

３ 麻布税務署長が第２事件原告に対して平成１９年３月２７日付けでした別表２－２記載の源泉

徴収に係る所得税の各納税の告知の処分及び各不納付加算税の賦課決定をいずれも取り消す。 

４ 被告は、第２事件原告に対し、金４億９５１０万７３０７円及び別紙Ｂ記載の金員を支払え。 

５ 訴訟費用は被告の負担とする。 
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事実及び理由 

第１ 請求 

１ 第１事件 

主文第１項及び第２項と同じ。 

２ 第２事件 

主文第３項及び第４項と同じ。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の要旨 

いずれも匿名組合契約の営業者であった第１事件原告（以下「原告Ｃ」という。）及び第２事

件原告（以下「原告Ｄ」といい、原告Ｃと併せて「原告ら」という。）は、当該各契約の当初の

匿名組合員からその地位を譲り受けたアイルランドの法令に基づき設立された法人に対して当

該各契約に基づき利益の分配として支払をしたが、その際、所得に対する租税に関する二重課税

の回避及び脱税の防止のための日本国とアイルランドとの間の条約（以下「日愛租税条約」とい

う。）の規定が適用されて原告らは所得税法２１２条１項に基づく源泉徴収に係る所得税（以下

「源泉所得税」という。）を徴収して国に納付すべき義務を負わないと判断して、源泉所得税の

徴収及び国への納付をしなかった。 

本件は、事務の承継前の処分行政庁であった麻布税務署長が、原告らに対し、原告らが上記の

ように利益の分配として支払をした金額のうち９９％に相当する部分については日愛租税条約

の規定の適用がなく、所得税法２１２条１項に基づき源泉所得税を徴収して国に納付すべき義務

を負うものであるとして、原告Ｃに対しては別表１－２に記載のとおりの内容の源泉所得税の各

納税の告知の処分（以下「本件各納税告知処分１」という。）及び不納付加算税の各賦課決定(以

下「本件各不納付加算税賦課決定処分１」という。)を、原告Ｄに対しては別表２－２に記載の

とおりの内容の源泉所得税の各納税の告知の処分（以下「本件各納税告知処分２」という。）及

び不納付加算税の各賦課決定（以下「本件各不納付加算税賦課決定処分２」という。また、本件

各納税告知処分１、本件各不納付加算税賦課決定処分１、本件各納税告知処分２及び本件各不納

付加算税賦課決定処分２を併せて「本件各処分」という。）をしたため、原告らが本件各処分の

取消しを求めるとともに、国税通則法（以下「通則法」という。）５６条１項に基づく過納金の

還付及び同法５８条１項に基づく還付加算金の支払を求める事案である。 

２ 関係法令の定め 

別紙１「関係法令の定め」に記載したとおりである（同別紙で定める略称等は、以下において

も用いることとする。）。 

３ 前提となる事実（証拠等の掲記のない事実は、当事者間に争いがないか、当事者において争う

ことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。） 

(1) 関係者の概要 

ア 原告らは、いずれも、２０００年（平成１２年。なお、本判決においては、便宜上、年に

ついては全て元号をもって示すものとする。)２月に金銭債権買取業務並びに不動産の売買、

賃貸及び管理等を目的とし、英国領ケイマン諸島（以下「ケイマン」という。）の法令に基

づき設立された法人であり、日本国内に支店がある（乙Ａ１、乙Ｂ１）。 

原告らについては、いずれも、アメリカ合衆国（以下「米国」という。）の法人でありそ
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の株式をⒿ証券取引所に上場しているＥ（以下「Ｅ」という。）の子会社として日本において

不動産貸付債権等投資事業を行っていたケイマンの法令に基づき設立された法人であるＦ

（以下「Ｆ」という。）が、株式の保有を通じて支配していた。 

イ 上記アに記載された者を除く本件の関係者は、別紙２－１「関係者の概要」に記載のとお

りである（同別紙で定める略称等は、以下においても用いることとする。)。 

(2) 契約関係の概要 

ア 匿名組合契約関係について 

(ア) 匿名組合契約の締結について（別紙２－３・①） 

ａ 原告Ｃは、平成１３年３月７日、Ｇとの間で、原告Ｃを営業者、Ｇを匿名組合員と

し、Ｈ生命保険相互会社（以下「Ｈ生命」という。）が保有する債権の取得及び回収

等を事業の目的とする匿名組合契約（以下「本件匿名組合契約Ｃ１」という。）を締

結した(甲７)。 

なお、同契約は、同年５月２８日、同年６月１日（後記(イ)ｇ参照）、同年７月２

３日及び平成１７年６月３０日付けで、それぞれ内容の一部が変更された（甲８、１

０、１１、２１）。 

ｂ 原告Ｄは、平成１３年３月７日、Ｇとの間で、原告Ｄを営業者、Ｇを匿名組合員と

し、Ｈ生命が保有する不動産の取得及び売却等を事業の目的とする匿名組合契約（以

下「本件匿名組合契約Ｄ１」という。）を締結した（甲１２）。 

なお、同契約は、同年５月２８日、同年６月１日（後記(イ)ｇ参照）及び同月２２

日付けで、それぞれ内容の一部が変更された（甲１３、１５、１６）。 

ｃ 原告Ｄは、平成１３年６月２２日、Ｇとの間で、原告Ｄを営業者、Ｇを匿名組合員

とし、Ｉ生命保険相互会社（以下「Ｉ生命」という。）が保有する不動産の取得及び

売却等を事業の目的とする匿名組合契約（以下「本件匿名組合契約Ｄ２」という。）

を締結した（甲１７）。 

ｄ 原告Ｃは、平成１３年７月２３日、Ｇとの間で、原告Ｃを営業者、Ｇを匿名組合員

とし、Ｊ生命保険相互会社（以下「Ｊ生命」という。）が保有する債権の取得及び回

収等を事業の目的とする匿名組合契約（以下「本件匿名組合契約Ｃ２」という。また、

本件匿名組合契約Ｃ１、同Ｃ２、同Ｄ１及び同Ｄ２を併せて「本件各匿名組合契約」

という。）を締結した（甲１９）。 

ｅ(a) 本件各匿名組合契約における９．１項（ただし、本件匿名組合契約Ｃ１及びＤ

１については、いずれもＧとの間で平成１３年５月２８日付けで変更された後のも

の。以下ｅに掲げる各条項について同じ。）は、全て同文であり、当該契約上の権

利義務の譲渡等について次のように定めている（甲８、１３、１７、１９）（なお、

同条項の解釈に争いがあるため、当該契約における言語とされその解釈はそれによ

るものとされている英文を記載する。）。 

「Section9．1 Assignability TK Investor may not sell or assign, in whole or in part, or 

grant a participation interest（collectively, a“Transfer”） in its rights and obligations under 

this Agreement to any other Person without (i) the prior written consent of TK Proprietor 

and（ii）an opinion of counsel reasonably satisfactory to TK Proprietor that such Transfer 

shall result in no adverse tax consequences to TK Proprietor, provided, however, that 
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these provisions shall not apply if the Transfer is required by law, including by order of a 

competent government authority, and these provisions shall not apply if the Transfer is to 

an affiliate of TK Investor or to a Qualified Holder． Furthermore, in the event of such 

Transfer, TK Proprietor shall promptly execute and deliver an acknowledgment in favor of 

the Transferee acknowledging such Transfer and that the Transferee has succeeded to all 

rights of TK Investor hereunder． Upon such Transfer, TK Proprietor and TK Investor 

also agree to promptly amend Exhibit B of this Agreement to reflect such Transfer． TK 

Proprietor may not assign its rights or obligations hereunder without the prior written 

consent of TK Investor．」 

(b) 本件各匿名組合契約における１．１項は、全て同文であり、同契約における用

語の定義を定めるものであって、「ＴＫ出資者持分」（TK Investor's share）とは,

随時、匿名組合員の出資者持分として添付Ｂ（Exhibit B）に定めるパーセンテー

ジをいう旨を定めている（甲８,１３,１７,１９）。 

なお、添付Ｂには、ＴＫ出資者持分として、本件匿名組合契約Ｃ１及びＣ２につ

き７５％との、同Ｄ１及びＤ２につき９４％との記載がある（甲８、１３、１７、

１９）。 

(c) 本件各匿名組合契約における５．１項及び５．４項は、いずれも全て同文であ

り、匿名組合員に対する配当及び源泉徴収されるべき税の処理について以下のとお

り定めている（甲８、１３、１７、１９）。 

［５．１項］ 

現金の分配 各事業年度末における最終調整に服することを条件として、匿名組

合契約における営業者は、毎月１５日又はそれより前に（１５日が営業日でない場

合は、その翌営業日又はそれより前に）、直前の計算期間に係る純収入のうちのＴ

Ｋ出資者持分の現金の分配を行うものとする。（以下省略） 

［５．４項］ 

源泉徴収税 本契約の相反する規定にかかわらず、匿名組合契約の営業者は、適

用ある税法その他の法律に基づいて、匿名組合員のために、支払われるべき又は源

泉徴収されるべき金額を、当該税負担がなければ本契約に基づき匿名組合員に分配

される資金から支払うこと、又は当該税負担がなければ本契約に基づき匿名組合員

に支払われる分配から源泉徴収すること、及び、源泉徴収された又は支払われるべ

き金額を適当な政府当局に支払うことを許可されるものとする。匿名組合契約の営

業者は、上記に従って源泉徴収される税金の金額につき、匿名組合員に通知するも

のとする。本契約の全ての目的上、支払われた金額又は源泉徴収の後納付された金

額は、支払又は源泉徴収が行われる匿名組合員に関しては（又はその匿名組合員の

ＴＫ出資者持分に関しては）当該匿名組合員に対するかかる金額の分配として扱わ

れるものとする。 

(d) 本件各匿名組合契約における９．５項(a)は、全て同文であり、本件各匿名組合

契約はいずれも日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする旨を定めてい

る（甲８、１３、１７、１９）。 

(イ) 本件各匿名組合契約の「ＴＫ持分」の譲渡について（別紙２－３・②） 
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Ｇは、Ｋに対し、以下のとおり、本件各匿名組合契約の「ＴＫ持分」（後記ｅ参照）の

全部を総額２３６億３８３６万９０６８円で順次譲渡した。 

ａ Ｇは、平成１３年６月１日、Ｋとの間で、Ｇが本件匿名組合契約Ｃ１（同年５月２

８日にその一部が変更されたもの）の「ＴＫ持分」をＫに対し１７３億６２５０万円

で譲渡することを内容とする契約（以下「本件出資持分譲渡契約Ｃ１」という。）を

締結した（乙Ａ２）。 

ｂ Ｇは、平成１３年６月１日、Ｋ及び原告Ｄとの間で、Ｇが本件匿名組合契約Ｄ１（同

年５月２８日にその一部が変更されたもの）の「ＴＫ持分」をＫに対し２４億６２８

０万円で譲渡することを内容とする契約（以下「本件出資持分譲渡契約Ｄ１」という。）

を締結した（乙Ｂ２）。 

ｃ Ｇは、平成１３年８月２９日、Ｋとの間で、Ｇが本件匿名組合契約Ｄ２の「ＴＫ持

分」をＫに対し３０億２５５６万９０６８円で譲渡することを内容とする契約（以下

「本件出資持分譲渡契約Ｄ２」という。）を締結した（乙Ｂ３）。 

ｄ Ｇは、平成１３年８月３０日、Ｋとの間で、Ｇが本件匿名組合契約Ｃ２の「ＴＫ持

分」をＫに対し７億８７５０万円で譲渡することを内容とする契約（以下「本件出資

持分譲渡契約Ｃ２」という。また、本件出資持分譲渡契約Ｃ１、同Ｃ２、同Ｄ１及び

同Ｄ２を併せて「本件各出資持分譲渡契約」という。）を締結した（乙Ａ３）。 

ｅ 本件各出資持分譲渡契約の契約書には、以下の各条項が存在する。なお、以下の条

項において、「ＴＫ持分」（TK Interests）とは、本件各匿名組合契約に基づくパーテ

ィシペーション（participation）を含む譲渡人の権利、申立て及び持分並びに責務

及び義務の全てを意味する（前文２文）。また、本件出資持分譲渡契約Ｄ１において

は、本件匿名組合契約Ｄ１の９．１項に関連する条項（下記の４(a)項以下）があり、

原告Ｄが本件出資持分譲渡契約Ｄ１の条項に同意し、同契約に定められた譲受者の権

利を認識する旨が記載された上、原告Ｄの代表者が署名している（ｅ全体につき、乙

Ａ２、３、乙Ｂ２、３）。 

［４．匿名組合契約の営業者に対する確認］（本件出資持分譲渡契約Ｃ１、同Ｃ２及

び同Ｄ２） 

譲渡者は、ここに、譲渡契約が締結され次第、譲受者は匿名組合契約に基づく譲渡

者の権利全てを承継したという営業者の確認書を速やかに入手するものとする。 

［４．匿名組合契約の営業者に対する確認；匿名組合契約の修正条項］（本件出資持

分譲渡契約Ｄ１） 

(a) 匿名組合契約の営業者は、ここに、本譲渡書において匿名組合契約に基づいて、

譲渡者による譲受者への以下のＴＫ持分及び義務の引受けである前記の譲渡を確

認する。匿名組合契約の営業者は、さらに、譲受者が匿名組合契約における譲渡者

の全ての権利を承継することを確認する。当事者は、ここに、本譲渡書に対する匿

名組合契約の営業者の署名が匿名組合契約の９．１項で言及されている匿名組合契

約の営業者の確認書を構成することに同意する。 

(b) 匿名組合契約の営業者は、ここに、匿名組合契約に基づく全ての負債、義務及

び責任について譲渡者から免除し、このような負債、義務及び責任を譲受者に履行

させ果たさせるようにすることに同意する。 
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(c) 当事者は、ここに、本譲渡書の履行について、この譲渡書において前述した譲

渡者による譲受者へのＴＫ持分に係る前述の譲渡を反映するために、速やかにＴＫ

契約の別添Ｂを修正する。 

［６．譲受者の表明保証］(いずれも同文) 

譲受者は、ここに、譲渡者に対し以下を表明し保証する。 

(中略) 

(h) 譲受者は、自己の投資勘定のためにＴＫ持分を購入しようとしており、ＴＫ持

分の転売又は分配を目的としていない。 

ｆ Ｇは、本件出資持分譲渡契約Ｃ１及び同Ｄ１につきいずれも平成１３年６月１日付

けで、同Ｄ２につき同年８月２９日付けで、同Ｃ２につき同月３０日付けで、同Ｃ１

及び同Ｃ２について原告Ｃに対して、同Ｄ１及び同Ｄ２について原告Ｄに対して、そ

れぞれ本件各匿名組合契約に基づくＧの全ての権利、請求権及び権益並びに義務及び

債務（「本ＴＫ権益」と呼ばれている。）を譲渡した旨を通知するとともに、本件各匿

名組合契約９．１項に従い原告らの承認を構成するものとして送付した通知書への原

告らの署名及びその副本の返送を求める旨の書面を送付した。 

上記各書面には、いずれも、ＧのVice Presidentであった乙（以下「乙」という。）

の署名があり、また、承認し合意する旨の不動文字の下に、当時の原告らの日本にお

ける代表者であった丙（以下「丙」という。）の原告Ｃの日本における代表者の名義

による記名押印がある（以下、これらを総称して「本件各譲渡通知書兼承諾書」とい

う。）。 

なお、本件各譲渡通知書兼承諾書中のＧからの通知の部分には、いずれも同文で以

下の内容の記載がある（ｆ全体につき、甲９、１４、１８、２０）。 

「当社はまた、本匿名組合契約の９．１項は、本ＴＫ権益（TK Interests）のいずれ

かの譲渡に関連して本匿名組合契約の添付Ｂの修正がなされることを企図するもの

と認識しています。今回の場合、本件譲渡は本ＴＫ権益の包括譲渡です。したがいま

して、添付Ｂの修正は不要です。貴社の本レターへの署名及び本レターの返送はまた、

本件譲渡に関連して添付Ｂに係る変更は不要であることについて貴社の承認を構成

するものとします。」 

ｇ なお、原告らとＧは、平成１３年６月１日付けで本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｄ１

についての第１次修正契約書を作成し、上記の各匿名組合契約９．１項に基づき、原

告ら及びＧにおいてＧからＫへの前記(イ)ａ及びｂの譲渡の内容を反映するため添

付Ｂを修正する必要があるとし、上記の添付Ｂは同修正契約書に添付された添付Ｂを

もって修正され、置き換えられる旨の合意（以下「本件Ｃ１等第１次修正契約」とい

う。）をした（甲１０、１５）。 

なお、修正後の添付Ｂには、ＴＫ出資者持分として、従前と同一の割合の記載があ

るとともに、「２００１年６月１日付けの匿名組合の譲渡及び引受契約に従い、Ｋに

移転されたとおり。」との記載がある（甲１０、１５） 

(ウ) 本件各匿名組合契約に係る業務委託契約について（別紙２－３・③） 

ａ 原告Ｃは、平成１３年３月７日、Ｌとの間で、原告Ｃを委託者（オーナー）、Ｌを

受託者（マネージャー）として、本件匿名組合契約Ｃ１に係る事業の管理運営業務を
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委託する内容のアセット・アドバイザリー契約を締結した（乙Ａ４）。 

なお、同契約は、その後に締結された本件匿名組合契約Ｃ２についても適用される

こととされた（弁論の全趣旨。以下、同契約及びこれを修正した修正契約を総称して

「本件業務委託契約１」という。）。 

本件業務委託契約１においては、Ｌがその契約書の添付書類１に示された対象資産に

関連するサービスを履行するものとされており（２(b)項）、同添付書類には、対象資産

関連の帳簿及び記録の維持（Ａ(k)）、原告Ｃを代理して行う現金分配（Ｃ４）、原告Ｃ

に対して要求される監査に関する政府当局との調整（Ｄ１）、日本又は外国の法律、規

則等により要求される政府当局へのあらゆる関連提出書類の作成（Ｄ２）等が記載され

ている。また、原告Ｃは、Ｌが丁の死亡又は無能力の結果によるものを除き、丁による

「支配」を受けることを終了した場合は、いつでも本件業務委託契約１を終了する権利

を有するとされている（７(c)項(v)）。なお、「支配する」とは、個人又は事業体におい

て最低５０％の議決権及び持分を直接又は間接的に保有していることをいうとされて

いる（１項）（乙Ａ４）。 

また、Ｌ宛ての全ての通知等について、その写しを「Ｍ」の戊（以下「戊」という。）

宛てに送付するものとされている（２３項。乙Ａ４）。 

ｂ 原告Ｄは、平成１３年３月７日、Ｎとの間で、原告Ｄを委託者（オーナー）、Ｎを

受託者（マネージャー）として、本件匿名組合契約Ｄ１に係る事業の管理運営業務を

委託する内容のアセット・アドバイザリー契約を締結した（乙Ｂ４）。 

なお、同契約は、その後に締結された本件匿名組合契約Ｄ２についても適用される

こととされた（弁論の全趣旨。以下、同契約及びこれを修正した修正契約を総称して

「本件業務委託契約２」という。また、本件業務委託契約１と併せて「本件各業務委

託契約」という。）。 

本件業務委託契約２においては、その契約書の添付書類１に本件業務委託契約１の

契約書の添付書類１と同じ内容が記載されているほか、原告Ｄは、Ｎが丁の死亡又は

無能力の結果によるものを除き、丁による「支配」を受けることを終了した場合は、

いつでも本件業務委託契約２を終了する権利を有するとされている（７(c)項(v)）。

なお、「支配する」の定義も本件業務委託契約１と同じである（１項。乙Ｂ４）。 

また、Ｎ宛ての全ての通知等について、その写しを「Ｍ」の戊宛てに送付するもの

とされている（２３項）。 

ｃ Ｌ及びＮを含め別紙２－１の３(3)及び(4)に述べた関係にあるＯとＹとの間で、平

成１１年２月１日付けで、ＹがＯに対して包括的な業務支援をすることを目的とする

サービス・アグリーメント（業務支援契約）が締結されており、上記契約の契約書に

は、ＯのVice Presidentとして戊の署名があり、同契約に基づくＯ宛ての文書等の送付

先として戊が指定されている（乙４）。 

また、ＬとＮとの間で、同年８月１日付けで、ＬがＮに対して包括的な業務支援を

することを目的とするサービス・アグリーメント（業務支援契約）が締結されている

（乙５）。 

イ 借入契約関係について 

(ア) Ｋが締結した借入契約について（別紙２－３・④） 
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Ｋは、本件各出資持分譲渡契約の譲渡価額の総額である２３６億３８３６万９０６８円

の９９％に相当する２３４億０１９８万５３７７円をＰから順次借り入れる旨の契約を

締結した。その契約の経緯及び内容の要旨は、以下のとおりである。 

なお、以下のａないしｃの各借入契約の契約書の末尾には、「ローン契約のスケジュー

ル」と題する別紙が添付されており、「借り主の財産目録」として、ＫがＧから譲渡を受

けた本件各匿名組合契約に基づく権利、債権及び利息である旨の記載がある。 

ａ Ｋは、平成１３年６月１日付けで、本件出資持分譲渡契約Ｃ１及び同Ｄ１の譲渡価

額の合計額１９８億２５３０万円の９９％に相当する１９６億２７０４万７０００

円を、Ｐから借り入れる契約（以下「本件借入契約Ⅰ―１」という。）を締結した（乙

６）。 

本件借入契約Ⅰ－１の契約書の署名欄には、貸主及び借主の双方につき乙の署名が

あり、同契約で通知が義務付けられている又は認められている書類（以下、後述の本

件各借入契約Ⅰ及び本件各借入契約Ⅱにおけるこれらの書類を「契約関連文書」とい

う。）の写しの送付先として戊を指定する旨の記載がある（乙６）。 

ｂ Ｋは、平成１３年８月２９日付けで、本件出資持分譲渡契約Ｄ２の譲渡価額３０億

２５５６万９０６８円の９９％に相当する２９億９５３１万３３７７円を、Ｐから借

り入れる契約（以下「本件借入契約Ⅰ－２」という。）を締結した（乙７）。 

なお、本件借入契約Ⅰ－２の契約書の署名欄には、貸主及び借主の双方につき乙の

署名があり、契約関連文書の写しの送付先として戊を指定する旨の記載がある（乙７）。 

ｃ Ｋは、平成１３年８月３０日付けで、本件出資持分譲渡契約Ｃ２の譲渡価額７億８

７５０万円の９９％に相当する７億７９６２万５０００円を、Ｐから借り入れる契約

（以下「本件借入契約Ⅰ－３」という。また、本件借入契約Ⅰ－１、同Ⅰ－２及び同

Ⅰ－３を併せて「本件各借入契約Ⅰ」という。）を締結した（乙８）。 

なお、本件借入契約Ⅰ－３の契約書の署名欄には、貸主及び借主の双方につき乙の

署名があり、契約関連文書の写しの送付先として戊を指定する旨の記載がある（乙８）。 

(イ) Ｐが締結した借入契約について（別紙２－３・⑤） 

Ｐは、本件各借入契約Ⅰといずれも同日付けで、本件各借入契約Ⅰの貸付総額である２

３４億０１９８万５３７７円と同額を、Ｑ及びＲ並びにＳから順次借り入れる旨の契約を

締結した。その契約の経緯及び内容の要旨は、以下のとおりである。 

ａ Ｐは、平成１３年６月１日付けで、本件借入契約Ⅰ－１の貸付金額と同額の１９６

億２７０４万７０００円を、Ｑ及びＲから借り入れる契約（以下「本件借入契約Ⅱ－

１」という。）を締結した（乙９）。 

本件借入契約Ⅱ－１の契約書の署名欄には、丁（Ｒについて）及び乙（Ｑ及びＰに

ついて）の署名があり、契約関連文書の写しの送付先として戊を指定する旨の記載が

ある（乙９）。 

ｂ Ｓは、発効日を平成１３年８月２日として、Ｑ及びＲから、本件借入契約Ⅱ－１に

係る貸主の権利及び義務の全てを、同日の借入金元本残高である１４２億３５５９万

９２３１円で譲り受ける旨の契約（以下「本件貸付債権譲渡契約」という。）を締結

したところ、その契約書の署名欄には、乙（譲渡者について）及び Ｔ（以下「Ｔ」い

う。）（譲受者について）の署名がある（乙１０）。 
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これに伴い、本件惜入契約Ⅱ－１によるＰに対する貸付金の債権者はＳとなった。 

ｃ Ｐは、平成１３年８月２９日付けで、本件借入契約Ⅰ－２の貸付金額と同額の２９

億９５３１万３３７７円を、Ｓから借り入れる契約（以下「本件借入契約Ⅱ－２」と

いう。）を締結した（乙１１）。 

なお、本件借入契約Ⅱ－２の契約書の署名欄には、丁（貸主について）及び乙（借

主について）の署名があり、契約関連文書の写しの送付先として戊を指定する旨の記

載がある（乙１１）。 

ｄ Ｐは、平成１３年８月３０日付けで、本件借入契約Ⅰ－３の貸付金額と同額の７億

７９６２万５０００円を、Ｓから借り入れる契約（以下「本件借入契約Ⅱ－３」とい

い、本件借入契約Ⅱ－１、同Ⅱ－２及び同Ⅱ－３を併せて「本件各借入契約Ⅱ」とい

う。また、本件各借入契約Ⅰ、本件貸付債権譲渡契約及び本件各借入契約Ⅱを併せて

「本件各借入契約等」という。）を締結した（乙１２）。 

なお、本件借入契約Ⅱ－３の契約書の署名欄には、丁（貸主について）及び乙（借

主について）の署名があり、契約関連文書の写しの送付先として戊を指定する旨の記

載がある（乙１２）。 

(ウ) 原告らの借入れに対する保証について（別紙２－３・⑨） 

ａ Ｕは、平成１３年５月３１日、Ｖ株式会社（以下「Ｖ社」という。）に対し、原告

らが同日付けでＶ社との間で締結したＶ社から３７４億６９５９万５７３０円の融

資を受ける契約（以下「本件借入契約Ⅲ」という。）について、保証書（GUARANTEE）

（以下「本件保証書１」という。）を差し入れた（乙１３）。 

当時Ｆの親会社であり原告らの優先株主でもあったＷ（以下「Ｗ」という。）も、

同日、Ｖ社に対し、本件保証書１と同趣旨の保証書（以下「本件保証書２」という。

また、本件保証書１と本件保証書２を併せて「本件各保証書」という。）を差し入れ

た（甲３５）。 

本件保証書１はリコース債務部分の上限が８０％とされており、本件保証書２はリ

コース債務部分の上限が２０％とされている。また、本件各保証書においては、いず

れも保証に基づき必要な、又は送付が認められた書面（本件保証書１関係）又はその

写し（本件保証書２関係）の送付先として戊が指定されている（甲３５、乙１３）。 

ｂ Ｕ及びＷは、それぞれ、Ｖ社に対し、平成１３年７月３日付けで本件各保証書につ

いての第一次修正保証書を差し入れた（甲３６、３７）。 

上記各第一次修正保証書は、原告Ｄが特定の追加資産及び特定の信託に係る追加受

益権の取得に関連して原告らがＶ社から８１億３３０２万７７６７円の追加の融資

を受けることに起因するものであり（第一次修正保証書・前文Ｃ及びＤ）、リコース

債務部分の上限に関する割合が、Ｕが８１％、Ｗが１９％にそれぞれ変更されている

（２．債務保証第２段落）（甲３６、３７）。 

ウ スワップ契約関係について 

(ア) ＸとＫとの間の契約について（別紙２－３・⑥） 

ａ Ｋは、平成１３年６月１日、Ｘとの間で、同年１月１９日付けのＩＳＤＡマスター

契約（以下「本件スワップ契約１」という。）に基づき、本件匿名組合契約Ｃ１及び

同Ｄ１に関する取引の具体的条件を確認する内容の取引確認書（Confirmation。以下
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「本件旧取引確認書」という。）を取り交わしたところ、本件旧取引確認書には、丁

（Ｘについて）及び乙（Ｋについて）の署名がある（乙１４、１５）。 

ｂ Ｋは、Ｘとの間で、平成１３年８月１日付けで本件旧取引確認書によるスワップ契

約を解約する旨の合意書を取り交わしたところ、同合意書には、Ｔ（Ｘについて）及

び戊（Ｋについて）の署名がある（乙１６）。 

(イ) ＳとＫとの間の契約について（別紙２－３・⑦） 

ａ Ｓは、平成１３年８月２日、Ｋとの間で、同月１日付けのＩＳＤＡマスター契約（以

下「本件スワップ契約２」という。）に基づき、本件匿名組合契約Ｐ１及び同Ｄ１に

関する取引の具体的条件を確認する内容の取引確認書（Confirmation。以下「本件取

引確認書１」という。）を取り交わした（乙１７、１８）。 

なお、本件取引確認書１の内容は、ＸがＳに代わっているほかは、本件旧取引確認

書の内容と同じである。 

ｂ Ｓは、平成１３年８月２９日、Ｋとの間で、同日付けのＩＳＤＡマスター契約（以

下「本件スワップ契約３」という。また、本件スワップ契約１、本件スワップ契約２

及び本件スワップ契約３を併せて「本件各スワップ契約」という。）に基づき、本件

匿名組合契約Ｄ２に関する取引の具体的条件を確認する内容の取引確認書

(Confirmation。以下「本件取引確認書２」という。)を取り交わしたところ、本件取

引確認書２には、丁（Ｓについて）及び乙（Ｋについて）の署名がある（乙１９、２

０）。 

ｃ Ｓは、平成１３年８月３０日、Ｋとの間で、本件スワップ契約３に基づき、本件匿

名組合契約Ｃ２に関する取引の具体的条件を確認する内容の取引確認書

（Confirmation。以下「本件取引確認書３」という。また、本件取引確認書１、本件

取引確認書２及び本件取引確認書３を併せて「本件各取引確認書」といい、本件各取

引確認書による各スワップ取引を総称して「本件各スワップ取引」という。）を取り

交わしたところ、本件取引確認書３には、丁（Ｓについて）及び乙（Ｋについて）の

署名がある（乙２１）。 

(ウ) 本件各取引確認書の記載内容 

本件各取引確認書の取引条件における、「支払い」及び「定義」の内容は、おおむね以

下のとおりである（乙１８、２０、２１） 

ａ 「支払い」 

各支払期日において、その前の支払期間について、①「純受取額」が「債務返済額」

を超えている場合は、Ｋが、Ｓに対し、「利用可能な現金」の範囲内でその超える金

額を米国ドルで支払い、②「債務返済額」が「純受取額」を超えている場合には、Ｓ

が、Ｋに対し、その超える金額を米国ドルで支払う。 

ＫがＳに対して支払をするための「利用可能な現金」の額が不足する場合、当該不

足額は、利息なしに未払で繰り越され、その支払期限は、「利用可能な現金」が当該

支払をするに足りるようになった後の最初の支払期間に到来する。 

ｂ 定義 

本件各取引確認書における「利用可能な現金」、「営業日」、「計算代理人」、「債務返

済額」、「遅延損害金利率」、［純受取額」、「支払金額」、「支払期日」及び「支払期間」
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の意義の要旨は、以下のとおりである。 

(a) 「利用可能な現金」とは、各支払期間について、Ｋが取得し、本件資産（本件

取引確認書１においては本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｄ１、本件取引確認書２にお

いては本件匿名組合契約Ｄ２、本件取引確認書３においては本件匿名組合契約Ｃ２

に係る、ＫがＧから譲り受けた権利、債務及び持分を指す。）に関してＫが受け取

った総受取額の合計が、本件資産の取得等に割り当てられる部分に関係するＫの全

ての支払の総額を超過する額をいう。 

(b) 「純受取額」とは、各支払期間について、①本件資産からＫに生じた収入及び

利益の総額の９９％から、Ｋに発生した資産に対して合理的に割り当てられる事業

費の総計を控除した金額又は②０のいずれか高い方をいう。 

(c) 「債務返済額」とは、各支払期間について、ＫがＰと締結した本件各借入契約

Ⅰ（本件取引確認書１においては本件借入契約Ⅰ－１、本件取引確認書２において

は本件借入契約Ⅰ－２、本件取引確認書３においては本件借入契約Ⅰ－３を指す。）

の各条項に基づく利息、経費及び費用の合計額をいう。 

(d) 「計算代理人」とは、Ｙのことをいい、計算代理人の全ての決定及び計算は、

明らかな間違いがない限りＳを拘束する。 

エ 投資の意思決定に関する書面について（別紙２－３・⑧） 

Ｋグループにおいては、投資の意思決定に関する以下の各書面が作成されており、いずれ

の書面にも「Approved（承認）」欄に丁の署名がある。 

(ア) 本件匿名組合契約Ｃ１関係 

平成１３年３月１日付けの「Ｚ」と題する書面（以下「本件投資メモＣ１」という。）が

作成されている（乙Ａ５）。 

本件投資メモＣ１には、①資産の種類は匿名組合の出資者の持分であり、パートナーは

Ｆである旨、②債権回収代行会社はＬであり、自身の業務遂行のアシスタントとする旨、

③期待収益について、レバレッジをかけない場合の内部投資収益率は１８．６％と予測さ

れ、レバレッジをかけ、かつ、為替ヘッジを行った場合の自己資本割引率は２５％超と予

測される旨、④本ファンド（ｊ。以下(ア)において同じ。）が所有し管理下にあるＧが匿

名組合財産の７５％を取得し、取得後すぐこれを本ファンドが所有し管理下にあるＫに取

得原価と同額で譲渡する旨、⑤投資戦略の変更や、大幅な予想変更により何らかの調整が

必要になった場合、その承認は投資委員会が行う旨、⑥Ｋが匿名組合財産から得る所得や

利益は、日愛租税条約に基づき、日本における課税が免除される旨の記載がある（乙Ａ５）。 

(イ) 本件匿名組合契約Ｄ１関係 

平成１３年３月１日付けの「ａ」と題する書面（以下「本件投資メモＤ１」という。）が

作成されている（乙Ｂ５）。 

本件投資メモＤ１には、①資産の種類は匿名組合の出資者の持分である旨、②資産管理

者はＮである旨、③期待される収益は２５％超である旨、④Ｇは匿名組合事業の９４％を

出資する旨が記載されているほか、前記(ア)とほぼ同様の記載がある（乙Ｂ５）。 

(ウ) 本件匿名組合契約Ｄ２関係 

平成１３年６月１３日付けの「ｂ」と題する書面（以下「本件投資メモＤ２」という。）

が作成されている（乙Ｂ６）。 
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本件投資メモＤ２には、①資産の種類は不動産及び信託受益権である旨、②資産管理者

はＮである旨、③期待される収益は２５％超である旨、④Ｇは匿名組合事業の９４％を出

資する旨が記載されているほか、前記(ア)とほぼ同様の記載がある（乙Ｂ６）。 

(エ) 本件匿名組合契約Ｃ２関係 

平成１３年７月１３日付けの「ｄ」と題する書面（以下「本件投資メモＣ２」といい、

本件投資メモＣ１、Ｄ１及びＤ２と併せて「本件各投資メモ」という。）が作成されてい

る。 

本件投資メモＣ２には、①資産の種類は匿名組合の出資者の持分である旨、②債権回収

代行業者はＬであり、自身の業務遂行のアシスタントとする旨、③期待収益については、

レバレッジをかけない場合の内部投資収益率は１９．９％と予測され、レバレッジをかけ、

かつ、為替ヘッジを行った場合の自己資本内部投資収益率は２５％超と予測される旨、④

Ｇは匿名組合事業の７５％を出資する旨が記載されているほか、前記(ア)とほぼ同様の記

載がある（乙Ａ６）。 

(3) ＫによるＧからの本件各匿名組合契約の「ＴＫ持分」の取得に関する資金の流れの整理等 

ア 本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｄ１に係る資金の流れ（別紙２－４の赤線） 

(ア) 本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｄ１については、いずれも平成１３年６月１日付けで、

①Ｑ及びＲが、Ｐに対し、本件出資持分譲渡契約Ｃ１及び同Ｄ１の譲渡価額合計１９８億

２５３０万円の９９％相当額である１９６億２７０４万７０００円を貸し付け（本件借入

契約Ⅱ－１）、②Ｐが、Ｋに対し、上記同額を貸し付け（本件借入契約Ⅰ－１）、③Ｋは、

上記借入金に１億９８２５万３０００円（上記譲渡価額合計の１％相当額）を加えて、Ｇ

から本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｄ１の「ＴＫ持分」を取得した（本件出資持分譲渡契約

Ｃ１及びＤ１）。 

なお、Ｓが、発効日を同年８月２日として、Ｑ及びＲから本件貸付債権譲渡契約により

本件借入契約Ⅱ－１に係る権利及び義務の全てを譲り受けたため、上記①のＰに対する債

権者は、Ｓとなった。 

(イ) Ｋは、Ｐに対し、平成１３年７月３日から平成１６年２月２４日までの間に、本件借

入契約Ⅰ－１の借入元本（１９６億２７０４万７０００円）のほぼ全額（１９６億２７０

４万６９９９円）を返済した（乙２２の１）。 

本件借入契約Ⅰ－１の返済履歴である「Loan Schedule-１」（乙２２の１）においては、

本件借入契約Ⅰ－１は利率が３．５％とされており、平成１５年１０月３日までは、Ｐが

Ｋから受領した金員のうち、利息の支払として未払利息に充当した後の残額を、本件借入

契約Ⅰ－２及びⅠ－３に優先して元本に充当していた（なお、同日に充当計算が誤ってい

たことが判明したため、２億６４２０万９８２６円について貸付金の元本を復活させる仕

訳がされている。）。 

イ 本件匿名組合契約Ｄ２に係る資金の流れ（別紙２－４の緑線） 

(ア) 本件匿名組合契約Ｄ２については、いずれも平成１３年８月２９日付けで、①Ｓが、

Ｐに対し、本件出資持分譲渡契約Ｄ２の譲渡価額３０億２５５６万９０６８円の９９％相

当額である２９億９５３１万３３７７円を貸し付け（本件借入契約Ⅱ－２）、②Ｐが、Ｋ

に対し、上記同額を貸し付け（本件借入契約Ⅰ－２）、③Ｋは、上記借入金に３０２５万

５６９１円（上記譲渡価額の１％相当額）を加えて、Ｇから本件匿名組合契約Ｄ２の「Ｔ
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Ｋ持分」を取得した（本件出資持分譲渡契約Ｄ２）。 

(イ) Ｋは、Ｐに対し、本件借入契約Ⅰ－２の借入元本について、平成１６年３月１５日に

１７億４８１３万３３８０円、同年４月１９日に１２億４７１７万９９９７円を返済し、

全額（２９億９５３１万３３７７円）を返済した（乙２２の２）。 

なお、本件借入契約Ⅰ－２の返済履歴である「Loan Schedule-３」（乙２２の２）におい

ては、本件借入契約Ⅰ－２は利率が３．５％とされており、平成１５年１０月３日までは、

全く利息の支払及び元本の返済がされていない。そして、同日に充当計算が誤っていたこ

とが判明したため、２億０２９７万４０８２円について利息の支払に充当する旨の仕訳が

されている。 

ウ 本件匿名組合契約Ｃ２に係る資金の流れ（別紙２－４の黄線） 

(ア) 本件匿名組合契約Ｃ２については、いずれも平成１３年８月３０日付けで、①Ｓが、

Ｐに対し、本件出資持分譲渡契約Ｃ２の譲渡価額７億８７５０万円の９９％相当額である

７億７９６２万５０００円を貸し付け（本件借入契約Ⅱ－３）、②Ｐが、Ｋに対し、上記

同額を貸し付け（本件借入契約Ⅰ－３）、③Ｋは、上記借入金に７８７万５０００円（上

記譲渡価額の１％相当額）を加えて、Ｇから本件匿名組合契約Ｃ２の「ＴＫ持分」を取得

した（本件出資持分譲渡契約Ｃ２）。 

(イ) Ｋは、Ｐに対し、本件借入契約Ⅰ－３の借入元本について、平成１６年２月２４日に

２億１０４３万９３５１円、同年３月１５日に５億６９１８万５６４９円を返済し、全額

（７億７９６２万５０００円）を返済した（乙２２の３）。 

なお、本件借入契約Ⅰ－３の返済履歴である「Loan Schedule-２」（乙２２の３）におい

ては、本件借入契約Ⅰ－３は利率が３．５％とされており、平成１５年１０月３日まで、

全く利息の支払及び元本の返済がされていない。そして、同日に充当計算が誤っていたこ

とが判明したため、５２８３万０４２１円について利息の支払に充当する旨の仕訳がされ

ている。 

(4) Ｋは、アイルランドの法令に基づき設立された法人であり、アイルランドの居住者である

ところ、原告らは、Ｋから本件各匿名組合契約に基づく利益の分配に係る支払につき日愛租税

条約に基づき源泉所得税を免除されるための要件である租税条約届出書（以下「本件各租税条

約届出書」という。）の提出を本件各処分の対象とされた支払に先立って受け、これを所轄税

務所長である麻布税務署長に提出した（甲２２の１ないし１１、２３の１・２）。 

(5) 本件各匿名組合契約の各年度の損益の額及び利益の分配に係る支払の金額 

本件各匿名組合契約における各年度の損益の額及び原告らが本件各匿名組合契約に基づき

利益の分配として支払をした金額は、別紙３「本件各匿名組合契約の各年度の損益の額及び利

益の分配としての支払額」に記載のとおりである（なお、以下においては、本件各匿名組合契

約に基づく各利益の分配に係る支払について、そのうちの９９％相当額を総称して「本件各分

配金」という。）。 

(6) 課税処分の経緯等 

ア 本件各処分、本件各処分についての原告らの異議申立て及びこれらに対する麻布税務署長

の決定、これらの決定を経た後の本件各処分についての原告らの審査請求及びこれらに対す

る国税不服審判所長の裁決の経緯は、別表１－１及び別表２－１の各「納税告知及び賦課決

定」欄、「異議申立て」欄、「異議決定」欄、「審査請求」欄及び「審査裁決」欄にそれぞれ
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記載されているとおりである。 

また、原告らによる本件各処分に係る納付の金額は、別表３及び別表４にそれぞれ記載の

とおりである。 

イ 原告らは、平成２３年２月２８日、本件各訴えを提起した（当裁判所に顕著な事実）。 

４ 本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記６に被告の主張の要点として掲げた

もののほか、別紙４「本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張」に記載したとおりであ

る。 

５ 争点 

(1) 原告らの本件各分配金に係る源泉徴収義務の有無 

(2) 原告らの還付等の請求権の成否等 

６ 争点に関する当事者の主張の要点 

別紙５「争点に関する当事者の主張の要点」に記載したとおりである（なお、同別紙で定める

略称等は、以下においても用いることとする。）。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 原告らの本件各分配金に係る源泉徴収義務の有無（争点(1)）について 

(1) 所得税法２１２条１項は、外国法人に対し国内において同法１６１条１２号等に掲げる国

内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、

その徴収の日の属する月の翌月１０日までに、これを国に納付しなければならない旨を規定し、

同条１２号は、「国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約（これに準ず

る契約として政令で定めるものを含む。）に基づいて受ける利益の分配」を掲げているところ、

その文理に照らし、同号の「利益の分配」については、同号の匿名組合契約に定められた債務

の履行として支払がされるものをいうものと解するのが相当である。 

(2) ところで、本件各スワップ契約に基づくＳとＫとの間の本件各スワップ取引の内容として

本件各取引確認書の定めるところは、前提となる事実(2)ウ(ウ)に述べたとおりであり、上記

の両者の間において本件各匿名組合契約及び本件各借入契約Ⅰに基づく各取引の内容、結果等

を基礎に一定の方法で計算した金額の支払をする旨のものとされているが、ＫがＳに対して本

件各匿名組合契約における匿名組合員としての地位又はそれを根拠として生ずる債権の全部

又は一部を譲渡するものとする定めは見当たらない。 

(3) その上で、仮に、本件各取引確認書の定めるところについて、被告の主張するように、Ｋ

グループ内においては実際には上記(2)に述べた地位又は債権の一部の譲渡に相当する利益を

Ｓに得させる意図・目的によるものであり、また、本件各匿名組合契約９・１項の定めの内容

について、Ｋグループに属する事業体として匿名組合員であるＫの関係者（affiliate）に当

たり得るＳへのそのような譲渡に関しては原告らの事前の同意（承諾。consent）は要しない

とするものであったとの前提に立つにしても（ただし、後者の点については、Ｋグループにお

いて本件各投資事業に深く関わった戊及び平成１３年１月１日から平成１６年６月１日まで

の間はＫのオペレーション・ファイナンス・マネージャーを務めその後はその取締役に就任し

ているｅは、その陳述書(甲３３、３４)において、原告らの主張するところに沿って、上記の

条項はそのような譲渡を許す内容のものではない旨の記載をしている。）、同じくＫグループに

属するＧからＫに対する本件各出資持分譲渡契約に基づく匿名組合員の地位の譲渡の際に本
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件各譲渡通知書兼承諾書等を用いて現に執られたように、本件各匿名組合契約９．１項の英文

第２文に基づき営業者である原告らによる確認書（acknowledgment）の交付等の手続を経るべ

きことについては、そのような手続が本件各匿名組合契約の準拠するものと定められている我

が国の民法の規定の下における契約上の地位の譲渡の有効要件又は債権の譲渡の対抗要件に

関する一般的な理解を踏まえるものと解され、かつ、営業者である原告らにおいては、本件各

匿名組合契約に基づく利益の分配に係る債務の不履行やそれの支払に係る源泉所得税の徴収

の義務の懈怠等に伴う不利益を回避することに強い関心を当然に有していたであろうと推認

されることに照らすと、当該契約における上記の手続上の義務が免除されるものとは通常は考

え難いにもかかわらず、本件においては、全証拠によっても、当該義務に沿う手続が執られた

こと又は上記の譲渡等についての原告らに対する通知その他の準備等がされたといった事実

は、全くうかがわれない。 

(4) もっとも、上記(3)に述べたところについては、原告らにおいてＫとＳとの間の被告の主張

するような事実の存在を少なくとも認識していたと認められる場合には、別異に解する余地が

ないわけではないと考えられるが、本件における被告の主張を参照しても、原告らにおいてそ

のような事実の存在を認識していたことを直接に裏付ける証拠ないし事情があることは指摘

されておらず（かえって、原告らの当時の日本における代表者であった丙、ＦのⒽ支店のマネ

ージング・ディレクター兼社長であったｆ及びＦの担当者であったｇは、その陳述書（甲２５

ないし２７）において、いずれもＳやＸの存在すら知らなかった旨の記載をしており、Ｌの代

表取締役及びＮの日本における代表者であったｈや他の従業員らも、その陳述書（甲２８ない

し３２）において、本件各借入契約Ⅰ及び本件各スワップ取引のされた当時、Ｘ、Ｐ及びＳの

存在を知らなかった旨の記載をしているほか、既に述べたＫのｅも、その陳述書（甲３４）に

おいて、Ｋは本件各出資持分譲渡契約によりＧから取得した本件各匿名組合契約上の権利をそ

の後に譲渡したことはない旨の記載をしているところである。）、本件各匿名組合契約に係る本

件各投資事業を行うことに関して共同して出資を受ける関係を持ったものの基本的にはいわ

ゆる資本系列を異にする原告ら又はＥ関係会社とＫグループとの間に、各資本系列内における

事業上の秘密に当たると見られる被告の主張するような資金の流れに関する情報が共有され

ていた等の事情の存在を、的確に裏付けるものというに足りる証拠ないし事情は見当たらない

上、原告らにおいてあえて上記(3)に述べたような源泉所得税の徴収の義務の懈怠等に伴う不

利益を甘受してまでＫグループの利益の確保に協力すべきことを相当とするような特段の事

情が存在したことについても、被告の主張するところを踏まえて本件全証拠を検討しても、そ

れをうかがわせるものは直ちには見いだし難いものというほかはない。 

(5) 以上に述べたところによれば、原告らが、Ｋから日愛租税条約２３条の規定の適用がある

ことを前提として本件各租税条約届出書の作成及び提出がされていたことを踏まえ、Ｋに対し

て本件各匿名組合契約に定められた債務の履行として本件各分配金を含む利益の分配に係る

支払をしたことについて、そのような客観的な事実を離れて、実際にはＫからＳに対する契約

上の地位又は債権の一部の譲渡があったことを前提としてＳに対して本件各分配金の支払を

したものであると認めることは、困難であるというべきものと考えられ、本件各分配金に関し

て原告らが源泉所得税の徴収の義務を負っていたものとは認め難いというべきである。 

２ 原告らの還付等の請求権の成否等（争点(2)）について 

上記１のとおり、原告らは本件各分配金に関して源泉所得税の徴収をする義務を負っていなか
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ったにもかかわらず、原告Ｃにおいて別表３のとおり合計２億５２４７万７８３１円を、原告Ｄ

において別表４のとおり合計４億９５１０万７３０７円を、それぞれ納付するなどし、これらは

過納金に当たるから、通則法５６条１項に基づき、原告Ｃにおいて上記の２億５２４７万７８３

１円の、原告Ｄにおいて上記の４億９５１０万７３０７円の各還付及びこれらに係る所定の還付

加算金の各支払を請求することができるものと認められる。 

３ 結論 

以上の次第であって、原告らの請求はいずれも理由があるから、これらを認容することとし、

主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 八木 一洋 

裁判官 石村 智 

裁判官 品川 英基 
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（別紙Ａ） 

 

金２７万円に対する平成１９年３月２８日から、金２２万円に対する同年４月３日から、金２億５

１９５万円に対する同月２８日から、金２万円に対する平成２０年３月２８日から各支払済みまで、

平成１９年３月２８日から同年１２月３１日までについては年４．４％、平成２０年１月１日から同

年１２月３１日までについては年４．７％、平成２１年１月１日から同年１２月３１日までについて

は年４．５％、平成２２年１月１日から平成２４年１２月３１日までについては年４．３％及び平成

２５年１月１日から支払済みまでについては年７．３％の割合又は租税特別措置法９３条１項に規定

する特例基準割合(ただし、当該特例基準割合に０．１％未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。)のいずれか低い割合による金員 

 

以 上 
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（別紙Ｂ） 

 

金４億８１１５万円に対する平成１９年４月２８日から、金１３８１万円に対する同年５月１６日

から、金１万円に対する同年９月４日から、金２万円に対する平成２０年９月１２日から各支払済み

まで、平成１９年４月２８日から同年１２月３１日までについては年４．４％、平成２０年１月１日

から同年１２月３１日までについては年４．７％、平成２１年１月１日から同年１２月３１日までに

ついては年４．５％、平成２２年１月１日から平成２４年１２月３１日までについては年４．３％及

び平成２５年１月１日から支払済みまでについては年７．３％の割合又は租税特別措置法９３条１項

に規定する特例基準割合（ただし、当該特例基準割合に０．１％未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）のいずれか低い割合による金員 

 

以 上 

  



19 

（別紙１） 

関係法令の定め 

１ 日愛租税条約の定め 

日愛租税条約２３条は、一方の締約国において生ずる他方の締約国の居住者の所得で同条約２

２条までの諸条に明文の規定がないものに対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課す

ことができる旨を定めている。 

２ 所得税法の定め 

(1) 所得税法１６１条１２号は、「国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契

約（これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。）に基づいて受ける利益の分配」を、

国内源泉所得として定めている。 

(2) 所得税法２１２条１項は、外国法人に対し国内において同法１６１条１号の２から７号ま

で若しくは９号から１２号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これ

らの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月１０日までに、こ

れを国に納付しなければならない旨を定めている。 

(3) 所得税法２１３条１項１号は、同法２１２条１項の規定により徴収すべき所得税の額は、

同項に規定する国内源泉所得については、その金額に１００分の２０の税率を乗じて計算した

金額とする旨を定めている。 

３ 通則法の定め 

(1) 通則法５６条１項は、国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以

下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない旨を定め

ている。 

(2) 通則法５８条１項は、国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付する場合には、

同項各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支

払決定の日までの期間の日数に応じ、その金額に年７．３％の割合を乗じて計算した金額（以

下「還付加算金」という。）をその還付すべき金額に加算しなければならない旨を定めている。

そして、同項１号ロは、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確

定する国税で納税の告知があったもの（当該国税に係る延滞税を含む。）に係る過納金につい

て、当該過納金に係る国税の納付があった日（その日が当該国税の法定納期限前である場合に

は、当該法定納期限）と定めている。 

(3) 通則法６７条１項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合

には、税務署長は、当該納税者から、同法３６条１項２号（源泉徴収による国税の納税の告知）

の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付

された税額に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収す

るが（本文）、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて

正当な理由があると認められる場合は、この限りでない（ただし書）旨を定めている。 

(4) 通則法１２０条４項は、還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる

還付金等の額に１万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる旨を定めている。 

４ 租税特別措置法 

租税特別措置法９５条（平成２５年法律第５号による改正前のもの）は、各年の特例基準割合

が年７．３％の割合に満たない場合には、通則法５８条１項に規定する還付加算金の計算の基礎
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となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用

については、同項中「年７．３％の割合」とあるのは、「租税特別措置法９３条１項（利子税の

割合の特例）に規定する特例基準割合（当該特例基準割合に０．１％未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）」とする旨を定めている。 

以 上 
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（別紙２－１） 

関係者の概要 

１ Ｓ（以下「Ｓ」という。別紙２－２・①）について 

(1) Ｓは、英国領バミューダ（以下「バミューダ」という。）の法令に基づき組成されたリミテ

ッド・パートナーシップ（以下「ＬＰＳ」という。）であり、かつ、特例パートナーシップ（exempted 

partnership、以下「ＥＰＳ」という。）である（乙１）。 

なお、ＬＰＳは、出資者であるとともに業務執行者であり無限責任を負うゼネラル・パート

ナー（以下「ＧＰ」という。）と、出資者であるが業務執行に関与せず出資金を限度とする有

限責任を負うリミテッド・パートナー（以下「ＬＰ」という。）により構成される事業体であ

る。また、ＥＰＳは、バミューダの法令の所定の要件を満たすパートナーシップのことで、バ

ミューダにおいて、所得（利益）に対する課税が免除されている。 

(2) ＳのＧＰは、Ｕ（以下「Ｕ」という。別紙２－２・②）であり、同事業体は、米国デラウェ

ア州の法令に基づき組成されたＬＰＳである。また、ＳのＬＰは、バミューダの法令に基づき

組成されたＬＰＳであるＲ（以下「Ｒ」という。別紙２－２・③）及び米国デラウェア州の法

令に基づき組成されたＬＰＳであるｉ（以下「ｉ」という。別紙２－２・④）である。 

Ｓは、平成１３年４月１１日付けでＵ,Ｒ及びｉの間で締結されたリミテッド・パートナー

シップ契約（以下「本件ＬＰＳ契約」という。）により組成された（乙１）。 

２ ｊについて 

(1) ＳのＧＰであるＵ及びＬＰであるＲは、ｊを構成する事業体である（乙２の１）。 

(2) ＵのＧＰ及びＲのＧＰは、いずれもｍ（「以下「ｍ」という。別紙２－２・⑤）であり、同

事業体はバミューダの法令に基づき組成されたＬＰＳである（乙２の１）。 

(3) ｍのＧＰは、ｎ（以下「ｎ」という。別紙２－２・⑥)であり、同社は、バミューダの法令

に基づき設立された法人である（乙２の１）。 

(4) 丁（以下「丁」という。別紙２－２・⑦）は、ｎの唯一の株主であり、ｊを含む投資グル

ープの最高運営責任者である（乙２の１）。 

(5) 以下の事業体は、ｊが直接的・間接的に出資する事業体である（弁論の全趣旨）。 

ア Ｋ（以下「Ｋ」という。別紙２－２・⑧）アイルランドの法令に基づき設立された法人で

ある。 

イ Ｐ（以下「Ｐ」という。別紙２－２・⑨） 

ルクセンブルク大公国（以下「ルクセンブルク」という。）の法令に基づき設立された事

業体である。 

ウ Ｇ（以下「Ｇ」という。別紙２－２・⑩） 

米国デラウェア州の法令に基づき組成されたリミテッド・ライアビリティ・カンパニー（以

下「ＬＬＣ」という。）による事業体である。 

エ Ｑ（以下「Ｑ」という。別紙２－２・⑪） 

米国デラウェア州の法令に基づき組成されたＬＰＳである。 

オ Ｘ（以下「Ｘ」という。別紙２－２・⑫）バミューダの法令に基づき設立された法人であ

る。 

３ ｑグループについて 

(1) ｒ株式会社（平成●年●月●日に変更される前の商号は「Ｌ株式会社」。以下「Ｌ」という。
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別紙２－２・⑬）は、日本の法令に基づき設立された株式会社であり、本件各処分の対象とな

った期間の当時、債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権管理回収業等を目的として

いた（乙２の２、３）。 

(2) Ｎ（以下「Ｎ」という。別紙２－２・⑭）は、米国デラウェア州の法令に基づき組成された

ＬＬＣである(乙２の２、弁論の全趣旨)。 

(3) Ｏ（以下「Ｏ」という。別紙２－２・⑮）は、米国デラウェア州の法令に基づき組成された

ＬＬＣであり、Ｌの株式及びＮの出資者持分の１００％を保有している（乙２の２、弁論の全

趣旨）。 

(4) Ｙ（以下「Ｙ」という。別紙２－２・⑯）は、米国テキサス州の法令に基づき組成されたＬ

ＬＣであり、Ｏの出資者持分の１００％を保有している（乙２の２、弁論の全趣旨）。 

(5) 丁は、Ｙの出資者持分の１００％を直接的・間接的に保有している（乙２の２、弁論の全

趣旨）。 

４ 各事業体等の出資関係について 

上記１ないし３に係る各事業体等の出資関係は、別紙２－２に記載のとおりである（以下、別

紙２－２に記載の丁が直接的・間接的に出資し、又は運営しているファンドその他を含む投資グ

ループを「Ｋグループ」といい、その中で、Ｌ及びＮとこれらを直接的・間接的に支配している

事業体を総称して「ｑグループ」という。）。 

以 上 
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別紙２－２ 
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別紙２－３ 
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別紙２－４ 
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（別紙３） 

本件各匿名組合契約の各年度の損益の額及び利益の分配としての支払額 

１ 本件各匿名組合契約の各年度の損益の額 

本件各匿名組合契約の各年度（１月１日から１２月３１日まで）における損益の額は、以下の

とおりである。 

(1) 本件匿名組合契約Ｃ１の損益 

ア 平成１３（２００１）年度の利益金額 ２８億５０５７万２７５６円 

イ 平成１４（２００２）年度の利益金額 ４４億８８４５万５１８５円 

ウ 平成１５（２００３）年度の利益金額 １５億０３５３万１２７８円 

エ 平成１６（２００４）年度の利益金額 ２３億９７３９万２７３６円 

(2) 本件匿名組合契約Ｃ２の損益 

ア 平成１３（２００１）年度の損失金額    ２１４９万１３７７円 

イ 平成１４（２００２）年度の損失金額    ３９７５万８６３３円 

ウ 平成１５（２００３）年度の損失金額  ４億４６１０万８５０７円 

エ 平成１６（２００４）年度の損失金額  ２億５３８２万４９２４円 

(3) 本件匿名組合契約Ｄ１の損益 

ア 平成１３（２００１）年度の利益金額  ４億１６８１万４８２１円 

イ 平成１４（２００２）年度の利益金額 １５億３５７０万３３３５円 

ウ 平成１５（２００３）年度の利益金額    ２４３８万２９１９円 

エ 平成１６（２００４）年度の損失金額  １億６８６７万２５９１円 

(4) 本件匿名組合契約Ｄ２の損益 

ア 平成１３（２００１）年度の損失金額  １億７２２４万８６６４円 

イ 平成１４（２００２）年度の利益金額  ６億７３７４万２７１４円 

ウ 平成１５（２００３）年度の損失金額  ３億２３１７万０１７７円 

エ 平成１６（２００４）年度の損失金額    ９９１５万２５０９円 

２ 本件各匿名組合契約に基づく利益の分配としての支払額 

(1) 原告Ｃは、以下のとおり、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益の分配（平成１

４年度ないし平成１６年度分）としての支払をした（乙Ａ７）。 

ア 平成１５年１２月      ５億６９２５万円 

イ 平成１６年１月       ３億９１５０万円 

ウ 平成１６年２月      １０億５８２５万円 

エ 平成１６年３月      ２３億２４２５万円 

オ 平成１６年４月  １１億６２８６万９３２３円 

カ 平成１７年２月   ２億１３７２万７０００円 

キ 平成１７年３月       １億９９００万円 

ク 平成１７年４月         ８３２５万円 

ケ 平成１７年５月         ２４００万円 

コ 平成１７年６月       ３億５２２５万円 

サ 平成１７年７月         ３３７５万円 

シ 平成１７年１０月        ８４７５万円 
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ス 平成１７年１２月        ２６２５万円 

セ 平成１８年１月            ９億円 

(2) 原告Ｄは、以下のとおり、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益の分配（平成１

４年度分）としての支払をした（乙Ｂ７）。 

ア 平成１５年８月          ５６４万円 

イ 平成１５年９月          ４７０万円 

ウ 平成１６年６月         ２９１４万円 

エ 平成１６年７月       ６億２８８６万円 

オ 平成１６年８月       １億４１００万円 

カ 平成１６年９月       ３億６９４２万円 

キ 平成１６年１０月      ３億５２５０万円 

ク 平成１６年１１月         ２８２万円 

ケ 平成１７年３月         ３００８万円 

コ 平成１７年４月         ４５１２万円 

サ 平成１７年５月   ６億００１６万６０４９円 

以 上 
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（別紙４） 

本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

被告が本件各訴えにおいて主張する、原告の納付すべき源泉所得税の額等は、以下のとおりである。 

１ 原告Ｃに対する本件各納税告知処分１の根拠及び適法性 

(1) 原告Ｃに対する本件各納税告知処分１の根拠 

原告Ｃが本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づき支払った利益分配金のうち９９％相当

額は、国内において事業を営む者である原告Ｃに対する出資につき、バミューダの法令に基づ

き組成されたＳに対して支払われたものであり、所得税法（平成１６年１２月３０日までに支

払を受けるべき利益の分配については平成１６年法律第１４号による改正前のもの、平成１７

年３月３１日までに支払を受けるべき利益の分配については平成１７年法律第２１号による

改正前のもの、平成１９年３月３１日までに支払を受けるべき利益の分配については平成１９

年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。）１６１条１２号に規定する「国内源泉所得」

に当たる。 

したがって、原告Ｃは、所得税法２１２条１項の規定により、上記国内源泉所得について所

得税の源泉徴収義務を負うところ、原告Ｃの納付すべき源泉所得税の額は、次のとおりである。 

ア 平成１５年１２月分                  １億１２７１万１５００円 

上記金額は、原告ＣがＳに対して支払った、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利

益分配金支払総額５億６９２５万円の９９％相当額である５億６３５５万７５００円に、所

得税法２１３条１項１号に定める１００分の２０の税率を乗じて計算した金額である。 

イ 平成１６年１月分                     ７７５１万７０００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額３億９１５０万円の９９％相当額である３億８７５８万５０００円に、１００分の２０

の税率を乗じて計算した金額である。 

ウ 平成１６年２月分                   ２億０９５３万３５００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額１０億５８２５万円の９９％相当額である１０億４７６６万７５００円に、１００分の

２０の税率を乗じて計算した金額である。 

エ 平成１６年３月分                   ４億６０２０万１５００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額２３億２４２５万円の９９％相当額である２３億０１００万７５００円に、１００分の

２０の税率を乗じて計算した金額である。 

オ 平成１６年４月分                   ２億３０２４万８１２５円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額１１億６２８６万９３２３円の９９％相当額である１１億５１２４万０６２９円に、１

００分の２０の税率を乗じて計算した金額である。 

カ 平成１７年２月分                     ４２３１万７９４６円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額２億１３７２万７０００円の９９％相当額である２億１１５８万９７３０円に、１００

分の２０の税率を乗じて計算した金額である。 

キ 平成１７年３月分                     ３９４０万２０００円 
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上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額１億９９００万円の９９％相当額である１億９７０１万円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

ク 平成１７年４月分                     １６４８万３５００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額８３２５万円の９９％相当額である８２４１万７５００円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

ケ 平成１７年５月分                      ４７５万２０００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額２４００万円の９９％相当額である２３７６万円に、１００分の２０の税率を乗じて計

算した金額である。 

コ 平成１７年６月分                     ６９７４万５５００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額３億５２２５万円の９９％相当額である３億４８７２万７５００円に、１００分の２０

の税率を乗じて計算した金額である。 

サ 平成１７年７月分                      ６６８万２５００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額３３７５万円の９９％相当額である３３４１万２５００円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

シ 平成１７年１０月分                    １６７８万０５００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額８４７５万円の９９％相当額である８３９０万２５００円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

ス 平成１７年１２月分                     ５１９万７５００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額２６２５万円の９９％相当額である２５９８万７５００円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

セ 平成１８年１月分                       １億７８２０万円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｃ１及び同Ｃ２に基づく利益分配金支払

総額９億円の９９％相当額である８億９１００万円に、１００分の２０の税率を乗じて計算

した金額である。 

(2) 原告Ｃに対する本件各納税告知処分１の適法性 

被告が本件各訴えにおいて主張する原告Ｃの納付すべき源泉所得税の額は前記(1)のとおり

であるところ、これらの各金額は、別表１－２記載の「Ｃ社本件各処分の内訳」における「納

付すべき税額」欄の各金額と同額であるから、原告Ｃに対する本件各納税告知処分１はいずれ

も適法である。 

２ 原告Ｃに対する本件各不納付加算税賦課決定処分１の根拠及び適法性 

(1) 本件各不納付加算税賦課決定処分１の根拠 

前記１のとおり、原告Ｃに対する本件各納税告知処分１はいずれも適法であるところ、同各

処分により原告Ｃが新たに納付すべき源泉所得税額については、原告Ｃがこれを法定納期限ま
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でに納付しなかったことについて、通則法６７条１項ただし書に規定する「正当な理由」があ

るとは認められない。 

したがって、原告Ｃに対する本件各納税告知処分１に伴い、原告Ｃに賦課されるべき不納付

加算税の額は、次のとおりである。 

ア 平成１５年１２月分                    １１２７万１０００円 

上記金額は、前記１(1)アの納付すべき源泉所得税額１億１２７１万１５００円から１万

円未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条

１項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

イ 平成１６年１月分                      ７７５万１０００円 

上記金額は、前記１(1)イの納付すべき源泉所得税額７７５１万７０００円から１万円未

満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項

本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

ウ 平成１６年２月分                     ２０９５万３０００円 

上記金額は、前記１(1)ウの納付すべき源泉所得税の額２億０９５３万３５００円から１

万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７

条１項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

エ 平成１６年３月分                         ４６０２万円 

上記金額は、前記１(1)エの納付すべき源泉所得税の額４億６０２０万１５００円から１

万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７

条１項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

オ 平成１６年４月分                     ２３０２万４０００円 

上記金額は、前記１(1)オの納付すべき源泉所得税の額２億３０２４万８１２５円から１

万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７

条１項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

カ 平成１７年２月分                      ４２３万１０００円 

上記金額は、前記１(1)カの納付すべき源泉所得税の額４２３１万７９４６円から１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１

項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

キ 平成１７年３月分                          ３９４万円 

上記金額は、前記１(1)キの納付すべき源泉所得税の額３９４０万２０００円から１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１

項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

ク 平成１７年４月分                      １６４万８０００円 

上記金額は、前記１(1)クの納付すべき源泉所得税の額１６４８万３５００円から１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１

項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

ケ 平成１７年５月分                       ４７万５０００円 

上記金額は、前記１(1)ケの納付すべき源泉所得税の額４７５万２０００円から１万円未

満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項

本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 
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コ 平成１７年６月分                      ６９７万４０００円 

上記金額は、前記１(1)コの納付すべき源泉所得税の額６９７４万５５００円から１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１

項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

サ 平成１７年７月分                       ６６万８０００円 

上記金額は、前記１(1)サの納付すべき源泉所得税の額６６８万２５００円から１万円未

満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項

本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

シ 平成１７年１０月分                     １６７万８０００円 

上記金額は、前記１(1)シの納付すべき源泉所得税の額１６７８万０５００円から１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１

項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

ス 平成１７年１２月分                      ５１万９０００円 

上記金額は、前記１(1)スの納付すべき源泉所得税の額５１９万７５００円から１万円未

満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項

本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

セ 平成１８年１月分                         １７８２万円 

上記金額は、前記１(1)セの納付すべき源泉所得税の額１億７８２０万円から１万円未満

の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項本

文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

(2) 原告Ｃに対する本件各不納付加算税賦課決定処分１の適法性 

被告が本件各訴えにおいて主張する本件各納税告知処分１に伴って賦課されるべき不納付

加算税の額は前記(1)アないしセのとおりであるところ、これらの各金額は、いずれも別表１

－２記載の「Ｃ社本件各処分の内訳」に係る各「不納付加算税の額」欄の金額と同額であるか

ら、原告Ｃに対する本件各不納付加算税賦課決定処分１は適法である。 

３ 原告Ｄに対する本件各納税告知処分２の根拠及び適法性 

(1) 原告Ｄに対する本件各納税告知処分２の根拠 

原告ＤがＧとの間で締結した本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づき支払った利益分配

金のうち９９％相当額は、国内において事業を営む者である原告Ｄに対する出資につき、バミ

ューダの法令に基づき組成されたＳに対して支払われたものであり、所得税法１６１条１２号

に規定する「国内源泉所得」に当たる。 

したがって、原告Ｄは、所得税法２１２条１項の規定により、上記国内源泉所得について所

得税の源泉徴収義務を負うところ、原告Ｄの納付すべき源泉所得税の額は、次のとおりである。 

ア 平成１５年８月分                      １１１万６７２０円 

上記金額は、原告ＤがＳに対して支払った、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利

益分配金支払総額５６４万円の９９％相当額である５５８万３６００円に、所得税法２１３

条１項１号に定める１００分の２０の税率を乗じて計算した金額である。 

イ 平成１５年９月分                       ９３万０６００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額４７０万円の９９％相当額である４６５万３０００円に、１００分の２０の税率を乗じ
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て計算した金額である。 

ウ 平成１６年６月分                      ５７６万９７２０円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額２９１４万円の９９％相当額である２８８４万８６００円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

エ 平成１６年７月分                   １億２４５１万４２８０円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額６億２８８６万円の９９％相当額である６億２２５７万１４００円に、１００分の２０

の税率を乗じて計算した金額である。 

オ 平成１６年８月分                     ２７９１万８０００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額１億４１００万円の９９％相当額である１億３９５９万円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

カ 平成１６年９月分                     ７３１４万５１６０円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額３億６９４２万円の９９％相当額である３億６５７２万５８００円に、１００分の２０

の税率を乗じて計算した金額である。 

キ 平成１６年１０月分                    ６９７９万５０００円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額３億５２５０万円の９９％相当額である３億４８９７万５０００円に、１００分の２０

の税率を乗じて計算した金額である。 

ク 平成１６年１１月分                      ５５万８３６０円 

上記金額は、前記アと同様に、本体匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額２８２万円の９９％相当額である２７９万１８００円に、１００分の２０の税率を乗じ

て計算した金額である。 

ケ 平成１７年３月分                      ５９５万５８４０円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額３００８万円の９９％相当額である２９７７万９２００円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

コ 平成１７年４月分                      ８９３万３７６０円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額４５１２万円の９９％相当額である４４６６万８８００円に、１００分の２０の税率を

乗じて計算した金額である。 

サ 平成１７年５月分                   １億１８８３万２８７７円 

上記金額は、前記アと同様に、本件匿名組合契約Ｄ１及び同Ｄ２に基づく利益分配金支払

総額６億００１６万６０４９円の９９％相当額である５億９４１６万４３８８円に、１００

分の２０の税率を乗じて計算した金額である。 

(2) 原告Ｄに対する本件各納税告知処分２の適法性 

被告が本件各訴えにおいて主張する原告Ｄの納付すべき源泉所得税の額は前記(1)のとおり

であるところ、これらの各金額は、いずれも別表２－２記載の「Ｄ社本件各処分の内訳」に係
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る「納付すべき税額」欄の各金額と同額であるから、原告Ｄに対する本件各納税告知処分２は

いずれも適法である。 

４ 原告Ｄに対する本件各不納付加算税賦課決定処分２の根拠及び適法性 

(1) 原告Ｄに対する本件各不納付加算税賦課決定処分２の根拠 

前記３のとおり、原告Ｄに対する本件各納税告知処分２はいずれも適法であるところ、同各

処分により原告Ｄが新たに納付すべき源泉所得税額については、原告Ｄがこれを法定納期限ま

でに納付しなかったことについて通則法６７条１項ただし書に規定する「正当な理由」がある

とは認められない。 

したがって、原告Ｄに対する本件各納税告知処分２に伴い、原告Ｄに賦課されるべき不納付

加算税の額は、次のとおりである。 

ア 平成１５年８月分                       １１万１０００円 

上記金額は、前記３(1)アの納付すべき源泉所得税の額１１１万６７２０円から１万円未

満の端数金額を切り捨てた後のもの(通則法１１８条３項)を基礎として、同法６７条１項本

文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

イ 平成１５年９月分                        ９万３０００円 

上記金額は、前記３(1)イの納付すべき源泉所得税の額９３万０６００円から１万円未満

の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項本

文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

ウ 平成１６年６月分                       ５７万６０００円 

上記金額は、前記３(1)ウの納付すべき源泉所得税の額５７６万９７２０円から１万円未

満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項

本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

エ 平成１６年７月分                     １２４５万１０００円 

上記金額は、前記３(1)エの納付すべき源泉所得税の額１億２４５１万４２８０円から１

万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７

条１項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

オ 平成１６年８月分                      ２７９万１０００円 

上記金額は、前記３(1)オの納付すべき源泉所得税の額２７９１万８０００円から１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１

項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

カ 平成１６年９月分                      ７３１万４０００円 

上記金額は、前記３(1)カの納付すべき源泉所得税の額７３１４万５１６０円から１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１

項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

キ 平成１６年１０月分                     ６９７万９０００円 

上記金額は、前記３(1)キの納付すべき源泉所得税の額６９７９万５０００円から１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１

項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

ク 平成１６年１１月分                       ５万５０００円 

上記金額は、前記３(1)クの納付すべき源泉所得税の額５５万８３６０円から１万円未満
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の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項本

文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

ケ 平成１７年３月分                       ５９万５０００円 

上記金額は、前記３(1)ケの納付すべき源泉所得税の額５９５万５８４０円から１万円未

満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項

本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

コ 平成１７年４月分                       ８９万３０００円 

上記金額は、前記３(1)コの納付すべき源泉所得税の額８９３万３７６０円から１万円未

満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７条１項

本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

サ 平成１７年５月分                     １１８８万３０００円 

上記金額は、前記３(1)サの納付すべき源泉所得税の額１億１８８３万２８７７円から１

万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの（通則法１１８条３項）を基礎として、同法６７

条１項本文の規定を適用し、１００分の１０の割合を乗じて計算した金額である。 

(2) 原告Ｄに対する本件各不納付加算税賦課決定処分の適法性 

被告が本件各訴えにおいて主張する原告Ｄに対する本件各納税告知処分２に伴って賦課さ

れるべき不納付加算税の額は前記(1)アないしサのとおりであるところ、これらの各金額は、

いずれも別表２－２記載の「Ｄ社本件各処分の内訳」における「不納付加算税の額」欄の各金

額と同額であるから、原告Ｄに対する本件各不納付加算税賦課決定処分２は適法である。 

以 上 
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（別紙５） 

争点に関する当事者の主張の要点 

第１ 原告らの本件各分配金に係る源泉徴収義務の有無（争点(1)）について 

１ 被告の主張の要点 

(1) 本件各分配金はＳに帰属するものであり、Ｓの所得税法上の「国内源泉所得」に当たるこ

と 

ア 事実認定の在り方 

租税法は、種々の経済活動ないし経済現象を課税の対象としているところ、それらの活動

ないし現象は、第一次的には私法によって規律されているものであるから、租税法律主義の

目的である法的安定性を確保するためにも、課税は、原則として、私法上の法律関係に即し

て行われるべきであるとされている（金子宏「租税法」第１７版・１１５ページ）。すなわ

ち、課税は、それが私法上の法律関係としてどのような内容で成立し、いかなる効力を生じ

ているかに即して行われるべきである。 

私法上の取引行為は、私的自治の原則上、取引行為の内容や契約類型の選択等につき、そ

れが公序良俗に反していたり、不当な目的を実現するために濫用されるものでない限り、当

事者の自由な意思に委ねられている。 

しかしながら、契約書等の記載が不完全な場合等には、契約書等の外形的資料に記載され

ていない隠された当事者の合意内容がどのようなものであるか、あるいは表示行為から推測

される効果意思と真の内心的効果意思との異同を明らかにする必要がある場合もあり得る。

これは、当事者の真意の所在を明らかにするという事実認定の問題であって、これに即して

課税要件の充足を検討するものであるから、意思表示の合理的解釈の見地からしても当然に

許されるものであり、租税法律主義に反するものではない。 

そして、選択された契約類型における「当事者の真意の探求」は、当該契約類型や契約内

容自体に着目し、それが当事者が達成しようとした法的・経済的目的を達成する上で、社会

通念上著しく複雑、う遠なものであって、到底その合理性を肯認できないものであるか否か

について、客観的な見地から判断して行われるべきものである（名古屋地方裁判所平成１７

年１２月２１日判決・判例タイムズ１２７０号２４８頁、その控訴審である名古屋高等裁判

所平成１９年３月８日判決・税務訴訟資料２５７号１０６４７順号、名古屋地方裁判所平成

１６年１０月２８日判決・判例タイムズ１２０４号２２４頁、その控訴審である名古屋高等

裁判所平成１７年１０月２７日判決・税務訴訟資料２５５号１０１８０順号参照）。 

イ 本件各取引確認書の解釈 

(ア) ＳとＫとの間で取り交わされた本件各取引確認書は、いずれもスワップ契約に基づき

具体的な取引条件を定めたものであるから、スワップ契約という法形式を採用しているこ

とが認められるところ、具体的に何と何をスワップ（交換）するのか明確に定められてい

ないが、本件各取引確認書に記載されている「支払い」及び「定義」の内容によれば、本

件各匿名組合契約に基づくＫの収入の９９％(費用控除後のもの)を意味する「純受取額」

と、本件各借入契約Ⅰに基づきＫが負担する支払利息及び費用を意味する「債務返済額」

を比較し、「純受取額」が「債務返済額」を上回る場合はＫがＳに対しその差額を支払い、

「債務返済額」が「純受取額」を上回る場合はＳがＫに対しその差額を支払うこととされ



36 

ているので、いずれもＫにおいて生じる上記の「純受取額」（収入）と「債務返済額」（支

出）を総合して、利益が出た場合はＳがこれを取得し、損失が出た場合はＳがこれを負担

するということになる。すなわち、結局のところ、Ｓが、上記「純受取額」に係る収入を

得るとともに、上記「債務返済額」に係る支出をすることにほかならず、①ＫがＳに対し

上記「純受取額」の定義に従って求められる金額を支払い、②ＳがＫに対し上記「債務返

済額」の定義に従って求められる金額を支払うことと同じである。 

スワップ取引は、一般に将来のキャッシュフローを交換する取引であり、通常は価値の

異なるキャッシュフローを交換する合意が成立することはないので、少なくとも約定時点

で価値がほぼ等しいものと評価されるキャッシュフローを交換の対象とすることで取引

が成立すると考えられるところ、本件各取引確認書を取り交わすに当たって、ＳとＫとの

間で双方のキャッシュフローの価値が等価であるか否かの検討等が行われた形跡は認め

られず、等価であったのか不明である。そうすると、本件各取引確認書は、通常のキャッ

シュフローの交換を目的としたスワップ契約とは認め難く、Ｋが、本件各匿名組合契約に

基づく利益分配金請求権（上記の「純受取額」を発生させる権利）をＳに取得させるのと

引換えに、本件各匿名組合契約の出資持分を取得するためにＰと締結した本件各借入契約

Ⅰに係る支払利息及び費用の合計額の支払義務（上記の「債務返済額」を発生させる債務）

をＳに負わせることを内容とするものともみることができ、本件各取引確認書に記載され

ている文言のみをもっては、正確な契約解釈をすることは困難である。 

したがって、本件各取引確認書によるスワップ契約の内容を正しく解釈するには、本件

各取引確認書に記載されている文言のみならず、関連する契約内容等の事実関係をも考慮

して、当事者の合意内容がどのようなものであるか、あるいは表示行為から推測される効

果意思と真の内心的効果意思との異同を明らかにするなどして、当事者間の合意内容を探

求する必要がある。 

(イ) 金利スワップの契約書（取引確認書）においては、通常、変動キャッシュフロー及び

固定キャッシュフローを算定するために、基本的な事項として、①想定元本、②契約日・

満期、③固定金利・変動金利などが規定されるものであり、これらについては、金利スワ

ップの契約書におけるいわば必須の規定事項といえるものである。 

本件スワップ契約２及び同３や本件各取引確認書においては、金利スワップの基本的な

規定事項である変動キャッシュフロー及び固定キャッシュフローの算出根拠となる想定

元本の規定がなく、スワップ期間の規定もなければ、変動キャッシュフローの計算に不可

欠な金利の規定もない（本件各取引確認書に固定金利の記載はない。）。仮に、本件各借入

契約Ⅰの元本相当額が想定元本に当たると解するとしても、スワップ期間や金利の規定が

ない以上、やはり、金利スワップ取引における必須の事項が規定されていると解すること

はできない。これらのことからすれば、金利スワップ取引の根幹に関わる重要な項目が規

定されていない本件スワップ取引は、金利スワップ取引ではなく、極めて特殊な取引であ

り、通常の取引ではあり得ないものである。 

さらに、ＳとＫが本件各取引確認書を取り交わすに当たって、双方のキャッシュフロー

の約定時点での現在価値が等価であるか否かの検討等が行われた形跡は認められず、それ

が等価であったのかは不明であったにもかかわらず、これを交換していることからすれば、

本件各スワップ取引が、通常、市場で成立する金利スワップとは異なり、契約当事者間に
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存在する個別の事情を前提に行われた特殊な取引であったというべきである。 

(ウ) 本件の一連の取引が、法的・経済的目的を達成する上で、社会通念上著しく複雑、う

遠な法形式を採用していること 

ａ 本件借入契約Ⅰ－１及びⅡ－１によれば、本件出資持分譲渡契約Ｃ１及び同Ｄ１に必

要とされる資金が、同じ平成１３年６月１日付けで、Ｑ及びＲからＰを経由してＫへ貸

し付けられており、本件借入契約Ⅰ－２及びⅡ－２、本件借入契約Ⅰ－３及びⅡ－３に

よれば、本件出資持分譲渡契約Ｄ２及び同Ｃ２に必要とされる資金が、同じ同年８月２

９日付け及び同月３０日付けで、ＳからＰを経由してＫへ貸し付けられている。 

実際の資金の流れについては不明ではあるものの、本件各借入契約Ⅰ及び本件各借入

契約Ⅱのとおりに資金が移動していたとすれば、同じ日に１９６億円余、２９億円余、

７億円余という多額の資金がデラウェア州及びバミューダからルクセンブルクを経由

してアイルランドに移動していることになるが、にわかには信じ難く、そのようにあえ

てＰを介在させた上で資金を移動させることに何ら合理的な理由は見当たらない。 

ｂ また、Ｋは、取得費用の大部分（９９％）を借入れにより調達して本件各匿名組合契

約の出資持分を取得しながら、平成１３年６月１日付けで本件出資持分譲渡契約Ｃ１及

び同Ｄ１を締結すると同時に本件旧取引確認書を、同年８月２９日付けで本件出資持分

譲渡契約Ｄ２を締結すると同時に本件取引確認書２を、同月３０日付けで本件出資持分

譲渡契約Ｃ２を締結すると同時に本件取引確認書３をそれぞれ取り交わし、本件各匿名

組合契約に係る投資の期待収益率が２５％程度と極めて高く評価されていた本件各匿

名組合契約の出資持分（利益分配金を受ける権利）を取得したと同時に、本件各取引確

認書に基づくスワップ取引によって、その大部分（９９％）に相当する本件各分配金を

受領する権利をＳに譲渡している。このような取引は極めて不自然かつ不合理な取引で

あるといわざるを得ない。 

そして、Ｓは、①本件借入契約Ⅱ－２及びⅡ－３による貸付けと本件取引確認書２及

び同３によるスワップ取引によって、Ｐ及びＫを通じて本件出資持分譲渡契約Ｄ２及び

同Ｃ２に係る取得費用の９９％を拠出するとともに、本件匿名組合契約Ｄ２及び同Ｃ２

に基づく利益分配金の９９％（費用控除後のもの）を取得し、②本件貸付債権譲渡契約

と本件旧取引確認書の解約及び本件取引確認書１によるスワップ取引によって、本件出

資持分譲渡契約Ｃ１及び同Ｄ１に係る取得費用の９９％の拠出者になるとともに、本件

匿名組合契約Ｃ１及び同Ｄ１に基づく利益分配金の９９％（費用控除後のもの）を取得

することになる。 

ｃ 本件各借入契約Ⅰによると、借主であるＫは、指定の口座に全てのキャッシュフロー

を預け入れることとされ（３条２項）、各支払期日に当該口座に入金されている金額を

限度として、元利金等の債務の支払をすることとされている（同条３項）。そうすると、

Ｋは、上記指定口座に入金される本件各匿名組合契約に基づく利益分配金及び出資金返

還額を上限として債務の弁済をすれば足り、本件各匿名組合契約に係る事業において損

失が生じるなどして利益分配金及び出資金返還額が元利金等の支払に不足した場合は、

不足分の弁済をしないのであるから、投資のリスクを負わず、そのリスクは貸主が負う

ことになる。 

このことは本件各借入契約Ⅱにおいても同様であるから（３条）、結局、本件各匿名
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組合契約の出資持分の９９％に係る投資のリスクは、その取得費用の実質的な拠出者で

あるＳが負うことになる。 

また、本件各借入契約Ⅰ及び本件各借入契約Ⅱによれば、ＫからＰに対し利息が支払

われ、これとほぼ同額がＰからＳに対し支払われることになるものの、本件各取引確認

書によって、本件各借入契約Ⅰに係る利息相当額は本件各分配金とスワップ（交換）さ

れているので、結局、Ｓの手元には本件各借入契約Ⅱによる貸付金に係る受取利息が残

らず、本件各借入契約Ⅰの借主であるＫに利息相当額が戻る仕組みになっている。 

ｄ これらを総合すると、Ｓは、本件各匿名組合契約の出資持分の取得費用の９９％を負

担し、必要な費用を負担した上で、本件各匿名組合契約に基づく利益分配金の９９％（本

件各分配金）を取得するとともに、当該出資に係る投資のリスクを負っていることにな

り、経済的な観点から見ると、Ｓが自己資金により取得費用を拠出して、直接本件各匿

名組合契約の出資持分の９９％を取得し、本件各分配金の支払を受けるのと何ら異なる

ところはない。これに対し、Ｋは、本件各匿名組合契約の出資持分の９９％については、

取得費用を実質的に負担しておらず、利益が出た場合の利益分配金を取得せず、損失が

出た場合のリスクを負うこともないのであり、経済的な観点からみて、Ｋが取引に介在

することに積極的な意義を見いだすことはできない。そして、Ｋを介在させずにＳが直

接的に利益分配金請求権を取得することが困難であった事情は何らうかがわれない。 

ｅ 以上の事情に加え、本件各出資持分譲渡契約、本件各借入契約Ⅰ、本件各借入契約Ⅱ

及び本件各取引確認書における契約当事者はいずれもＫグループに属する事業体等で

あり、本件各投資メモによれば、一連の契約関係が、Ｋグループにおける本件各匿名組

合契約による事業に対する投資スキームとして構築されたと認められることも考え併

せると、これらの一連の取引は、スワップ契約という法形式を採用しているものの、Ｓ

が本件各匿名組合契約の出資持分の９９％を取得する費用を負担し、本件各分配金の支

払を受けるために行われたものというほかない。 

このように、一連の取引における当事者の真の意図・目的は、Ｓに本件各分配金を帰

属させることにあったと認められるが、法的な観点からも経済的な観点からも、当該目

的のために、Ｋが一連の取引に介在して、契約関係や資金の流れを複雑にしてまで本件

各匿名組合契約に基づく出資持分の全部を取得することに合理的な理由は見当たらず、

極めて不自然かつ不合理な取引であるというほかない。 

ｆ 投資ファンドのビジネスにおいては、獲得した運用益に対して課税を受けないこと又

は課税を受けるとしてもできる限り最小化することも、重要な投資判断の要素とされて

いる。 

これを本件についてみると、日愛租税条約２３条において、「その他所得」について

は居住地国のみで租税を課することができると定められているため、日本法人等を営業

者、アイルランド法人を匿名組合員とする匿名組合契約によって生じた利益で、アイル

ランド法人が我が国の営業者から分配を受ける利益については、二重非課税の利益が生

じ得るところ、本件各投資メモにおいて言及されているとおり、仮に、Ｋが本件各匿名

組合契約に基づく利益分配金（１００％）の支払を受ける場合には、日愛租税条約２３

条の規定により、我が国の所得税は課されない。 

そして、Ｋが当該利益分配金のうち９９％相当額をＳに支払えば、アイルランドにお
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いては、残り１％相当額に対してのみ課税され、また、バミューダは、いわゆるタック

ス・へイブン国であり、所得に対する租税が存在しないから、Ｓが受け取った当該利益

分配金の９９％相当額の全部に対して課税されない。そうすると、結局のところ、当該

利益分配金のうち９９％相当額については、日本、アイルランド及びバミューダのいず

れの国においても課税されないことになる。 

上記の点に照らせば、本件の投資スキームは、Ｋグループが、本件各匿名組合契約の

出資持分の取得費用の９９％を負担した上で、本件各匿名組合契約に基づく利益分配金

の９９％（本件各分配金）を取得しながらも、本件各分配金について日愛租税条約２３

条の適用を受けることにより我が国における課税を免れつつ、アイルランド及びバミュ

ーダの税制に基づき、それらの国々における課税を極小化することを企図してスワップ

契約という法形式を採用して構築したものと認められる。 

そして、本件の一連の契約及び取引において、Ｇは、本件各投資メモで予定されてい

たとおり短期間のうちに本件各匿名組合契約の出資持分をアイルランド法人であるＫ

に譲渡しているが、Ｋは、本件各匿名組合契約の出資持分の９９％については取得費用

を実質的に負担しておらず、また、利益が出た場合の利益分配金を取得せず、損失が出

た場合のリスクを負うこともないのであるから、租税を極小化させること以外にＫを一

連の取引に介在させる合理性や必要性を見いだすことができず、ＳがＫを介さずに直接

利益分配金請求権を取得することが困難であったことをうかがわせる事情もない。 

ｇ 以上のとおり、本件の一連の契約及び取引は、丁を中心とするＫグループによって法

的・経済的目的を達成する上で、社会通念上著しく複雑、う遠な法形式を採用して実行

されたものであり、その真の目的は、租税回避を図ることにあるから、到底合理性があ

るとは認められない。 

(エ) ＫがＫグループに属する他の事業体に対し本件各匿名組合契約の匿名組合員として

の権利を譲渡することは原告らの意思に反するものではなく、原告らの承諾も要しないか

ら、原告らの主張は、契約当事者の合理的意思解釈として、本件各分配金がＳに帰属する

と解釈することの妨げになるものではないこと 

ａ 本件各匿名組合契約の９．１項ただし書によれば、Ｋは、営業者である原告らの事前

の書面による同意（承諾）なしに、Ｋの関係者であるＫグループの他の事業体に対して、

本件各匿名組合契約の匿名組合員としての権利を譲渡することができるのであるから、

Ｋが原告らの事前の同意なしに本件各分配金の請求権をＫグループに属するＳに譲渡

したとしても、当該譲渡が無効とされることはない。 

したがって、ＫからＳへの本件各分配金の請求権の譲渡は、本件各匿名組合契約に照

らしても有効である。 

本件各匿名組合契約の９．１項の英語原文の第２文は、同第１文を受けて、

「Furthermore, in the event of such Transfer（被告指定代理人訳：さらに、かかる譲渡が

なされた場合には）」と規定し、その場合に匿名組合契約の営業者が行うべきことを規

定するという構造になっており、同第１文の文言に特に不明確な点もないことからすれ

ば、同第２文の解釈は、同第１文の解釈を前提としてなされるべきであり、原告らの主

張するように同第２文から同第１文を権利義務の全部譲渡の場合に限られるものと解

釈するというのは、解釈の在り方として無理があり、妥当とはいえない。 
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原告らが指摘する本条項の英語原文の第２文の「all rights of TK Investor hereunder」と

いう文言の意味は、同第１文の本文が全部譲渡又は一部譲渡のいずれの場合にも適用さ

れることと整合的に解釈されるべきである。 

このような観点から本条項を見ると、本件各匿名組合契約の出資者は、その権利義務

の全部譲渡又は一部譲渡を問わず適用され、それらのいずれについても、本件各匿名組

合契約の営業者による事前の書面による同意等がない限り行ってはならないのが原則

であるが（本条項の英語原文の第１文本文）、その全部譲渡又は一部譲渡のいずれかが

本件各匿名組合の出資者の関係者等に対するものである場合には例外として上記の同

意等は不要である（同第１文ただし書）と解釈するのが相当である。 

また、同第１文ただし書の規定が、譲受人を単数の者に限定して複数の者を排除する

趣旨であれば、通常「an」や「a」という不定冠詞ではなく、「one(1)」と表記すること

になるから、「an」及び「a」は、その英文解釈上、単数を意味するものではなく、「あ

る（any、some）」の意を含む不特定のものを示すものと解すべきであり、ただし書が単

数の者に譲渡する場合に限り適用される趣旨と解釈することはできない。 

なお、仮に、同第１文ただし書にいう「an」及び「a」の語意が原告らが主張するよ

うな譲受人が１名である場合に限るとする趣旨であったとしても、そのことをもって同

第１文ただし書が一部譲渡の場合を排除する趣旨であると解釈する根拠にはならない。 

そして、本条項の英語原文の第２文は、同第１文本文の適用を受ける譲渡であるか、

あるいは同第１文ただし書の適用を受ける譲渡であるかにかかわらず、本件各匿名組合

契約に基づく契約上の地位ないし権利義務の全部譲渡や一部譲渡がされた場合に、匿名

組合営業者に対し、譲受人がその譲渡の対象となった全ての権利を承継することを確認

する確認証書を作成し、交付することを義務付ける規定と読むべきである。 

ｂ 一般的に、匿名組合契約においては、匿名組合員は、営業者に対する業務及び財産状

況の監視権が付与されており（商法５３９条参照）、それによって営業の内情に通ずる

こととなるから、その意味で株式会社の株主のような単なる出資者とは異なり、営業者

にとって好ましくない者が匿名組合員になることを防ぐために、営業者の同意なしに匿

名組合員としての権利を他に譲渡することが禁じられているとされている。 

それにもかかわらず、本件各匿名組合契約では、Ｋグループに属する事業体に対して

は、営業者である原告らの事前の同意（承諾）なしに、匿名組合員としての権利の全部

又は一部を譲渡することが認められていることからすると、本件各匿名組合契約を締結

するに当たり、原告らにとっては、Ｋグループから匿名組合に出資がされるのであれば、

具体的に同グループの中で誰が匿名組合員となるかは必ずしも重要でなく、匿名組合員

の選定を同グループの決定に委ねており、本件各匿名組合契約締結後に匿名組合員が変

更されることも当然予定していたものと解される。 

原告らを支配していたＦの日本における代表者として、Ｈ生命の売却対象資産への投

資案件（以下「Ｈ生命案件」という。）、Ｉ生命の売却対象不動産への投資案件（以下「Ｉ

生命案件」という。）及びＪ生命の売却対象債権に対する投資案件（以下「Ｊ生命案件」

という。また、上記三つの投資案件による事業を総称して「本件各投資事業」という。）

に直接関与したｆ（以下「ｆ」という。）及び同人の部下として本件各投資事業に携わ

ったｇ（以下「ｇ」という。）の陳述を前提とすると、原告らは、その名称を聞いたこ
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ともなかったＫが匿名組合員となる旨の通知を受けたにもかかわらず、Ｋがいかなる事

業体であるのかといったことを特に気にかけることもなく、これを受け入れたものとみ

られるから、原告らが、Ｋグループ内で具体的に誰が匿名組合員となるかについて特段

関心を有しておらず、その決定を同グループに委ねていたことがうかがわれる。 

そうすると、Ｋグループ内で本件各匿名組合契約に基づく匿名組合員としての権利を

有する者が交代することは、原告らの意思に反するものではなく、Ｋグループに属する

者であれば、契約書で特定されている者以外の者を匿名組合員の権利を有する者と認定

したとしても、原告らの意思に反することにはならないというべきである。 

ｃ 上記(ウ)において主張したとおり、本件各匿名組合契約に基づく利益分配金をめぐる

本件の一連の契約及び取引は、丁を中心とするＫグループによって、社会通念に照らし

ておよそ合理性が認められない程著しく複雑、う遠な法形式を採用して実行されたもの

であり、その真の目的は、最終的に本件各匿名組合契約に係る出資の９９％を実質的に

Ｓに負担させ、これに対応して、本件各匿名組合契約に基づく利益分配金の９９％をＳ

に帰属させることにあったものと認められるから、本件各取引確認書により、ＳがＫか

ら本件各利益分配金請求権を取得したものと解釈するのが、契約の一方当事者であるＫ

グループ側の真意に合致する。 

そして、上記ｂで述べたとおり、本件各匿名組合契約の営業者である原告らは、匿名

組合員となる者の選定をＫグループ側の決定に委ねていたのであるから、同グループの

決定によりＳが本件各利益分配金請求権を取得したものと解釈することは、少なくとも

原告らの意思に反するものではない。 

(オ) 小括 

以上によれば、本件においては、本件各取引確認書によるスワップ契約の内容について、

それに記載されている文書のみをもって正確に解釈することは困難であるから、その記載

のみならず、関連する契約内容等の事実関係をも考慮して、当事者間の真の合意内容を探

求する必要があるところ、本件の一連の契約及び取引は、丁を中心とするＫグループによ

って、租税回避を図るため、法的・経済的目的を達成する上で、社会通念上著しく複雑、

う遠な法形式を採用して実行されたものであり、原告らを含む当事者の本件における真の

目的は、本件各匿名組合契約に係る出資の９９％を実質的にＳに負担させ、これに対応し

て、本件各匿名組合契約に基づく利益分配金の９９％をＳに帰属させることにあると認め

られるから、本件各取引確認書により、Ｓが本件各分配金の請求権を取得したものと解釈

するのが、当事者の真意に合致する。原告らがＥの傘下にあり、Ｋグループ内で行われた

一連の取引に関与していないとしても、本件各分配金がＳに帰属すると認定することの妨

げとなるものではない。 

したがって、本件各匿名組合契約の営業者である原告らから支払われる本件各分配金は、

Ｋを通じてＳに支払われた利益分配金であるといえるのであり、これは、Ｓの所得税法１

６１条１２号に規定する「国内源泉所得」に当たる。 

所得税法２１２条の源泉徴収義務は、その対象となる国内源泉所得の支払の時に成立し、

同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり（通則法１５条２項

２号、３項２号）、これがその支払者の主観的事情により左右されるものではないから、

原告らにおいて本件各分配金がＳに対する支払であると認識していたか否かは、当該利益
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分配金の支払に係る源泉徴収義務の成否に影響を及ぼさない。本件において、原告らの源

泉徴収義務の有無を検討する上で問題とされるべきは、Ｓに本件各分配金の請求権が帰属

することを前提に、原告らがＳに対し（Ｋを通じ）本件各分配金の支払をする者として認

められるか否かであり、一連の契約及び取引に関する客観的な事実関係に基づき、原告ら

を含む当事者の意思を合理的に解釈することにより、本件各分配金の請求権はＳに帰属し、

原告らが（Ｋを通じ）Ｓに対し本件各分配金の支払をしたと認められることは、明らかで

ある。Ｋは本件各租税条約届出書の「支払金額」欄にＳに帰属する金額を含めた金額を記

載しているが、その記載いかんは、源泉徴収義務の存否及び税額に影響を及ぼすものでは

ない。 

(2) 原告らにおいて本件各分配金がＳに帰属することを認識していたか、少なくとも容易に認

識することが可能であったこと 

ア Ｌ及びＮは、本件各分配金がＳに帰属することを認識していたと認められること 

(ア) 丁は、Ｋグループの最高運営責任者であり、本件各匿名組合契約の締結前に、本件各

投資メモの承認欄に署名して投資を実行することを承認している。 

そして、①本件借入契約Ⅱ－１にはＲを代表し、同Ⅱ－２及び同Ⅱ－３、本件スワップ

契約３並びに本件取引確認書３にはＳを代表して、それぞれｎのPresidentの肩書で署名

し、②本件旧取引確認書にＸを代表して、Presidentの肩書で署名し、③本件取引確認書

２にＳを代表して、Presidentの肩書で署名している。 

したがって、丁は、本件の一連の取引を承認して実行した責任者であると認められる。 

(イ) 乙は、①本件ＬＰＳ契約及び本件貸付債権譲渡契約においては、Ｒを代表し、本件保

証書１にはＵを代表して、それぞれｎの Vice President の肩書で署名し、②本件各借入契

約Ⅰ、本件各借入契約Ⅱ及び本件貸付債権譲渡契約においては、Ｐを代表し、Manager又

はAuthorized Representative の肩書で署名し、③本件各借入契約Ⅰ、本件旧取引確認書、

本件取引確認書２及び同３においては、Ｋを代表して、Vice President 又はAuthorized 

Representativeの肩書で署名し、④本件匿名組合契約Ｃ１、同Ｄ１、同Ｄ２、本件各出資持

分譲渡契約及び原告らに対する各譲渡の通知書においては、Ｇを代表して署名し、⑤本件

スワップ契約１においては、Ｘの Vice President の肩書で署名している。 

このように、乙は、丁が直接保有し、Ｋグループの他の事業体を直接的又は間接的に支

配するｎの Vice President の地位にあり、本件の一連の取引の多くに直接関与しており、

丁の下で、本件の一連の取引を主導的立場で実行した者であると認められる。 

(ウ) 原告らとの間で本件各業務委託契約を締結し、本件各匿名組合契約に係る営業者の業

務を遂行していたＬ及びＮは、Ｋグループに含まれるｑグループに属し、Ｙ及びＯを通じ

て、丁の支配下にあった。なお、本件各業務委託契約においても、Ｌ及びＮが丁の支配か

ら離れた場合は契約を終了することができる旨の条項があり、丁の支配下にあることを前

提として締結された契約であることが明らかである。 

Ｌが税務調査において課税庁に提出した平成１７年４月８日付けの回答書（乙２３の

１・２）によれば、乙は、Ｙの Senior Vice President の地位にあり、本件各匿名組合契約

の締結前、Ｋグループが投資に参加する可能性について、原告らを支配するＦ側との間で

協議が継続していた状況下で、「取引を完了させる上での全ての重要な点において積極的

に関与するようになっ」た。そして、当初のクロージング（契約締結）前の時期において
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は、匿名組合出資者として投資に参加することを検討していたＫグループ側のために動き

ながら、ある局面においては、原告らとの間の契約に関してＬやＮを代理しており、投資

のクロージング以降は、主に原告らのためのローンに関するＶ社との間の交渉と調整に関

連する業務に従事していた。 

そうすると、Ｌ及びＮが原告らとの間で業務委託契約を締結し、本件各匿名組合契約に

係る営業者の業務を遂行することは、契約当事者のみで独自に決定したことではなく、Ｋ

グループが本件各匿名組合契約に投資することが前提とされており、丁が承認して実行さ

れた本件の投資スキームの一部に組み込まれ、丁の意思に基づき、本件の一連の取引を主

導的に実行した乙が中心となって、契約締結に至ったものといえる。その上、ＳとＫとの

間の本件各取引確認書において、Ｌ及びＮを支配するＹが、計算代理人とされている。こ

れらの事情によれば、Ｌ及びＮも、Ｋグループの一員として、本件の投資スキームの全体

像を認識していたとみるのが自然であり、本件各分配金がＳに帰属することを認識してい

たと認められる。 

また、ＫグループでＳを支配するｎの幹部で、本件の一連の契約及び取引の多くに直接

関与したＴ及び戊が、ｑグループでＬ及びＮを支配するＯないしＹの要職を務めていたこ

とからすると、Ｏ及びＹも、本件の投資スキームの全体像を認識した上で、Ｌ及びＮに原

告らから業務委託を受けさせたものと認められる。 

そして、ＹのVice Presidentの地位にあった ｔ（以下「ｔ」という。）が、Ｌの監査役

及びＮの取締役を務めていたこと、ＬとＮの代表者を務めていたｈ（以下「ｈ」という。）

が、本件の一連の契約及び取引を主導的立場で実行していたｎの乙やＴと共に、本件匿名

組合契約Ｃ１及び同Ｄ１の締結に至る交渉に関与していたことからすると、Ｌ及びＮも、

本件の投資スキームの全体像を認識した上で、原告らから業務委託を受けて本件各匿名組

合契約に参加したものと認められる。 

したがって、これらの事情からも、Ｌ及びＮは、本件各分配金がＳに帰属することを認

識していたものと認められる。 

(エ) なお、Ｌ及びＮは、Ｋグループで本件の一連の契約及び取引の多くに直接関与した者

（ｔ）が要職を務めており、本件の投資スキームの全体像を認識していたと認められる米

国の事業体であるＯ及びＹの支配下で、本件各匿名組合契約に参加していることに照らす

と、Ｌ及びＮは組織として、本件の投資スキームの全体像を認識していたものと推認でき

るから、仮に日本で実務を担当する役員や従業員が詳細を知らされていなかったとしても、

それは組織内部の事情にすぎず、Ｌ及びＮの認識には影響しないというべきである。 

イ 原告らも、本件各分配金がＳに帰属することを認識していたか、容易に認識することがで

きたと認められること 

(ア) Ｌ及びＮは、本件の一連の取引がＫグループによる投資スキームであり、本件各分配

金がＳに帰属することを認識しており、原告らも、Ｋグループが本件各匿名組合契約に投

資することを前提として本件各業務委託契約を締結したものと認められる上、本件各業務

委託契約により、利益分配金の支払を含めて、本件各匿名組合契約に係る資産管理全般を

包括的にＬ及びＮに委託していることからすると、受託者であるＬ及びＮから、本件各分

配金がＳに帰属することを知らされていたと考えられる。 

また、原告らが本件の審査請求の際にそれぞれ東京国税不服審判所に提出した平成２０
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年５月２２日付け第２反論書（乙Ａ８、乙Ｂ９）において、Ｋが本件各匿名組合契約の当

事者となった理由について、「①ＫがＫグループ内のファイナンスセンターとして機能す

る金融会社として位置づけられていることから、本件各匿名組合契約の出資者、本件各取

引確認書の当事者及び本件借入契約の借主をＫに集中することにより、グループ内の効率

的なキャッシュマネジメント、資金調達ないし資金運用を図る、という事業目的によるも

のである（括弧内省略）と同時に、②Ｋが金融取引を行う会社として本件各匿名組合契約

及び本件各取引確認書を通じて１％のマージンを稼得するという経済的目的（括弧内省略）

を果たすためである。」と主張していたことからすると、Ｋグループ内においてファイナ

ンス・センターとしての機能を担当するＫは、自らが匿名組合契約の当事者として投資損

益の帰属主体となるような事業を営むことはないから、本件各匿名組合契約締結後におい

て本件各匿名組合契約に係るファイナンス（資金）の手当てが完了次第、Ｋグループに属

する他の事業体に匿名組合員の地位を変更することが当然予定されていたものと考えら

れる。 

そして、原告らも、ＫがＫグループ内においてファイナンス・センターとしての機能を

担当し、自らが匿名組合契約の当事者として投資損益の帰属主体となるような事業を営む

ことがないことを十分に認識していたことからすれば、本件各匿名組合契約締結後におい

て本件各匿名組合契約に係るファイナンス（資金）の手当てが完了次第、匿名組合員の地

位がＫから投資損益の帰属者となるべきＫグループに属する他の事業体に変更されるこ

とを想定していたものといえる。 

(イ) 匿名組合員は、営業に対する監視権を持ち、その監視権により営業の内情に通ずる関

係上、その地位は、たとえ出資義務の完了後でも、営業者の同意なしに他人に譲渡するこ

とはできないものと解されているにもかかわらず、本件各匿名組合契約では、９．１項に

おいて、Ｋグループに属する事業体に対しては、営業者である原告らの事前の書面による

同意なしに、匿名組合員としての権利の全部又は一部を譲渡することを認める旨の条項を

あえて織り込んでいる。また、本件各匿名組合契約においては、営業者は、出資者に対し

直前の計算期間に係る純利益について出資持分に応じた現金の分配を行い（５．１項）、

その際に源泉徴収すべき税額がある場合は、これを分配金から徴収し、出資者に通知する

（５．４項)こととされており、営業者が徴収及び納付を怠れば、課税処分は源泉徴収義

務者である営業者に対して行われることとされている。そうすると、営業者である原告ら

にとって、利益分配金請求権が誰に帰属しているかは極めて重要な情報であるから、原告

らはその変更の有無について関心を持ってその情報の把握に当たっていたものと考える

のが相当である。 

(ウ) また、本件各匿名組合契約において、原告らは、出資者に対し直前の計算期間に係る

純利益について出資持分に応じた現金の分配を行い（５．１項）、その際、源泉徴収すべ

き税額がある場合は、これを分配金から徴収し、出資者に通知する（５．４項）こととさ

れていることからして、仮に本件各分配金がＳに帰属することを知らされていなかったと

しても、源泉徴収義務を確実に履行するため、誰に利益分配金が帰属するのかについて、

出資者であるＫグループに属するＬ及びＮに対して確認すべきであり、そうすれば、容易

に本件各分配金がＳに帰属することを認識できたはずである。 

ウ Ｌ及びＮが原告らから業務委託を受けたことは、Ｋグループの投資スキームと無関係では
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ないこと 

Ｆのｆの陳述書（甲２６）の記載の内容を前提とすると、仮に、Ｋグループ側から共同投

資を行う条件として要求されたことはなかったとしても、原告らの業務委託先としてＬ及び

Ｎが選定されるのは必然のことであったといえ、Ｋグループ側でも両社を選定することは当

初から予定されていたとみるのが自然である。このことは、本件各匿名組合契約締結に当た

り、Ｋグループ内で投資の意思決定をした際に作成された本件各投資メモに、ＬないしＮが

債権回収代行業者ないし資産管理者となる旨記載されていることからも明らかである。 

また、本件各業務委託契約では、ＬないしＮが丁の支配から離れた場合は契約を終了する

ことができる旨の条項があること、ＬないしＮに対する全ての通知等について、その写しを

契約当事者でない「Ｍ」の戊宛てに送付するものとされていることからしても、Ｌ及びＮは、

Ｋグループの影響下にあることを前提として業務委託を受け、同グループの影響下で受託業

務を遂行していたことがうかがわれる。 

そうすると、Ｌ及びＮは、Ｋグループの影響下にあるからこそ原告らから業務委託を受け

て本件各匿名組合契約に関与したものであり、Ｋグループによる本件の投資スキームに組み

込まれていたものというべきである。 

したがって、Ｆが業務委託先としてＬ及びＮを選定したことを強調して、Ｌ及びＮはＫグ

ループの内部情報を知るべき立場になかったという原告らの主張は相当ではない。 

エ 本件各投資事業はＥ傘下のＦの主導で行われたものとはいえないこと 

原告らは、本件各匿名組合契約の営業者の当初の出資に充てるための資金を、Ｅ傘下の関

係会社から融資を受けるのではなく、Ｖ社から融資を受けて調達しており（本件借入契約Ⅲ）、

原告らが主張するような通常の方法によって資金を調達していない。 

他方、本件借入契約Ⅲによる資金調達に際して、Ｋグループに属するＵが、原告らのため

にＶ社に対して本件保証書を差し入れている（乙１３）。この本件借入契約Ⅲによる原告ら

の借入れは、本件各匿名組合契約の営業者である原告らが自らの出資に充てるための資金を

Ｖ社から借り入れたものであるから、第三者であるＵは、原告らの借入債務を保証するに当

たって原告らから保証料を徴収するのが通常であると考えられるところ、Ｕが原告らから保

証料を徴収した形跡は認められない。 

このように、原告らは、匿名組合の営業者として本件各投資事業を実行するため必要な資

金を、共同出資者であるＫグループ側から保証を受けて外部から調達していることからする

と、本件各投資事業は、全体としても、Ｅ傘下のＦが主導して行われたものというよりも、

むしろ、Ｋグループ側が、匿名組合員として出資したというに止まらず、本件各投資事業の

実行に主体的かつ積極的に関与していたことがうかがえる。 

なお、原告らは、Ｕによる保証について、Ｕが、当初の組合員であるＧを支配していた関

係にあったことから、当該借入れについて本件保証書１を差し入れたと主張するが、そもそ

も、本件借入契約ⅢはＥ傘下の原告らにおいて自ら出資を行うための借入れであるから、Ｋ

グループ側のＵがＧを支配していたからといって、直ちに原告らの出資に充てるための借入

れを無償で保証する理由にはなり得ないというべきであって、原告らの上記主張は失当であ

る。また、原告らは、本件のような投資案件においてはノンリコース・ローンによる融資で

資金調達することや、上記のような保証が、本件のような投資案件においてノンリコース・

レンダーに対して差し入れられることは通常の実務であるから、原告らの資金調達が通常の
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方法ではないという被告の主張も誤りであるなどと主張するが、原告らは、原告らが投資案

件を実行する際は、特定のＳＰＣ（特別目的会社）が原告らのいうＥ関係会社の海外の資金

を取り入れ、ＳＰＣの日本支店がＳＰＣ本店からその資金の融通を受けて投資対象資産を購

入することにより投資が行われるのが通常の業務運営方法であると説明していたにもかか

わらず、本件では、本件各匿名組合契約の営業者の当初の出資に充てるための資金を、Ｅの

傘下の関係会社から融資を受けるのではなく、Ｖ社から融資を受けて調達していて、通常の

方法によって資金を調達していないことから、本件における原告らの出資資金の調達方法は、

原告らの上記説明とは違うものである。 

ところで、Ｆの親会社であったＷも、本件借入契約Ⅲについて、Ｖ社に対して保証してい

るところ、Ｗが平成１３年５月３１日に差し入れた本件保証書２（甲３５）及び同年７月３

日に差し入れた変更保証書（甲３７）には、Ｗに対する全ての通知について、その写しを契

約当事者でない「Ｍ」の戊宛てに送付するものとされているのに対し（各保証書の各１９条）、

Ｕが、本件借入契約Ⅲについて、Ｖ社に対して同年５月３１日に差し入れた本件保証書１（乙

１３）及び同年７月３日に差し入れた変更保証書（甲３６）には、Ｕに対する通知について、

その写しを契約当事者でないＥの傘下の関係会社宛てに送付することを要求する規定はな

いから（各保証書の各１９条）、少なくともＷは、Ｋグループの影響下にあることを前提と

して保証書及び変更保証書を差し入れ、Ｋグループの影響下で保証債務を負っていたことが

うかがわれる。 

加えて、Ｋグループに属する乙が、投資のクロージング以降、主に原告らのためのローン

に関するＶ社との間の交渉と調整に関連する業務に従事しており、Ｋグループ側が、匿名組

合員として出資したというに止まらず、本件各投資事業の実行に主体的かつ積極的に関与し

ていたことをうかがわせる。 

２ 原告の主張の要点 

(1) 原告らからＫに対する利益分配金の支払が契約に基づく支払であること 

原告らは、いずれも、本件各処分対象期間中、本件各匿名組合契約をＫとの間で適法有効に

締結していたものであり、原告らからＫに対する利益分配金の支払は、本件各匿名組合契約と

いう契約に基づいて、匿名組合員（契約の相手方）であったＫに対して、原告らの契約上の義

務の履行としてなされたものであった。Ｋはアイルランド法人であってアイルランドの居住者

であり、日愛租税条約２３条に定められている特典を享受する資格がある者として租税条約の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令２条１

項上に定める手続を適法に遵守していたものであるから、源泉徴収義務を含む納税義務の成立

の基礎となる私法上の法律関係を離れて原告らが利益分配金の支払について源泉徴収義務を

負わないことは明らかである。 

(2) 本件各処分対象期間における相手方当事者はＫであり、本件各処分対象期間に発生した原

告らを債務者とする利益分配金の支払請求権の債権者は契約当事者であるＫのみであること 

本件各匿名組合契約は、匿名組合営業者と匿名組合員という二当事者間で締結される有償双

務契約であるが、その匿名組合営業者たる一方当事者は、米国のＥという上場企業を究極の親

会社とする世界的にも有数の企業グループの支配下にある関係会社（以下「Ｅ関係会社」とい

う。）である原告らであり、匿名組合員たる当事者は、契約締結時から平成１３年６月までは、

Ｍという米系投資ファンドを中核とするＫグループの関係会社であるＧであり、それ以降はＧ



47 

と同じくＫグループの一員である法人としてＧから契約を譲り受けたＫである。 

そして、両当事者はそれぞれ非関連の別々のグループ企業の一員であるから、本件各匿名組

合契約は、相互に非関連の独立当事者間で交渉されて合意された契約であることが明白である。

そして、原告らの意思表示に心裡留保や虚偽表示といった特別な事情は一切ないから、原告ら、

Ｇ及びＫは、契約を証する法的文書（すなわち、本件各匿名組合契約の契約書（甲７、８、１

０ないし１３、１５ないし１７、１９及び２１）とＧからＫへの譲渡通知と原告らの承諾を証

する書面である本件各譲渡通知書兼承諾書がこれに当たる。）に記載されているとおりの合意

をしたと認められるべきは我が国の私法上当然である。 

さらに、本件各匿名組合契約は我が国の商法に定められている典型的な匿名組合契約にほか

ならず、内容も単純で、何のひねりも複雑なストラクチャリングも伴わないストレートなもの

であって、契約上の債権債務とその履行は、本件各匿名組合契約に定められている条項による

ことが合意されている契約である。よって、本件各匿名組合契約に関しては、適法有効に作成

された契約書その他の法的文書によって特定されている当事者以外の者が当事者であるとい

う事実認定がなされるべき理由は何もないし、同契約上の匿名組合員たる当事者以外の者が同

契約に基づく特定の一部の債権の保有者となることは、匿名組合営業者の承諾がない限り無効

である。 

したがって、本件各匿名組合契約における契約書の条項を精査すれば、契約上発生する債権

の１％部分のみの債権者が契約上の匿名組合員として特定された者であり、残りの９９％部分

の債権者が契約で一言の言及もされていない第三者であるなどという事実認定がなされるべ

き理由も根拠もない。 

(3) 被告は本件各匿名組合契約の当事者たる原告らの真意を無視して同契約の当事者の「真意」

を認定するという契約の本質を無視する重大な誤りを犯していること 

私法上の法律関係は、意思表示を構成要素として成立し、かつ、意思表示の内容に従ってそ

の内容が定まるものであるから、私法上の法律関係の存否及びその内容を判断するためには、

何よりもまず、その当事者の意思表示の存否及びその内容を確定させなければならない。 

仮に、被告が一般論として主張するように契約当事者の真意を探求する必要があるというの

であれば、原告らこそが本件各匿名組合契約の一方当事者であるから、そこで問題とされるべ

き契約当事者の真意とは原告らの真意を含むものでなければならない。ところが、被告が主張

する『一連の取引』の『当事者』には原告らが含まれていない（以下ではその点を踏まえて、

当該『一連の取引』を「他社間海外取引」という。）のみならず、他社間海外取引は、原告ら

がおよそあずかり知らぬところで行われた原告らとは無関係な別の当事者間の別の取引であ

る。原告らは、かかる取引の契約当事者ではないだけでなく、かかる取引が存在しているのか

否かを含めて一切何も知らない。そして、他社間海外取引が仮に存在するとしても、当該取引

に関する事実関係は、原告らが当事者として行った取引である本件各匿名組合契約の相手方当

事者が誰であるかの事実認定とは全く無関係であることは明白である。被告は、原告らからそ

れぞれ資産管理等の事務委託を受けていたＮ及びＬ（以下、ＮとＬを併せて「ｒ」と総称する

ことがある。）は本件各分配金がＳに帰属することを認識していたとか、原告らもかかる受託

者から本件各分配金がＳに帰属することを知らされていたなどという誤った憶測を述べて、原

告らはＫが本件各匿名組合契約の１００％の債権者ではなく１％の債権者であったことを認

識していたはずであるという主張をしているが、この点に関する被告の主張はすべて憶測であ
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って証拠に基づく事実ではない。 

また、ＧからＫへの本件各匿名組合契約上の匿名組合員たる地位の包括譲渡を受けた際、原

告らは本件各匿名組合契約の９．１項に基づく包括譲渡の通知を受け、かつ、確認証書の交付

もしているのに対し、被告が主張するＳに対する一部譲渡については、原告らは通知を受けた

こともないし、確認証書の交付をしたこともない。原告らは、ＧからＫへの包括譲渡に関連し

て、Ｋが海外でどのような取引をしていたかについては全く知らない上、本件各匿名組合契約

上の唯一の匿名組合員であるＫから本件各匿名組合契約の一部譲渡の打診を受けたこともな

ければ、全部か一部かを問わず、本件各匿名組合契約の譲渡についての通知、連絡を受けたこ

とも一切ない。さらに、Ｓから本件各匿名組合契約の匿名組合員による権利の行使を受けたこ

ともない。 

結局、被告の主張する事実認定とは、本件各匿名組合契約の当事者たる原告らの真意を無視

したまま、本件各匿名組合契約の当事者の『真意』を認定するという、契約の本質と正面から

矛盾するものに他ならない。 

(4) 本件各匿名組合契約が非関連の当事者間において締結された独立当事者間契約であること 

ア 原告らの投資事業はＥ関係会社らが主導して行った投資であること 

原告らによる最初の投資案件であるＨ生命案件は、Ｆが投資機会を発掘し、ＦとＥ関係会

社でありニューヨーク所在の米国法人であるⒶ（以下「Ⓐ」という。）が主導して実現にこ

ぎつけた投資案件であった。 

原告らによる本件各投資事業のうち、最初の投資案件であったＨ生命案件は、資産の数、

金額とも大規模であったため、投資リスクの管理上、Ｆの本件各投資事業の担当者もⒶの本

件各投資事業の担当者も、Ｅ関係会社らの資金に加えて共同投資家からも資金を調達して共

同投資の形態で投資を行いたいと考えていた。そして、通常は競合関係であって非関連独立

当事者関係にあるＫグループに共同投資を打診し、Ｋグループがこれに合意した結果、Ｅ関

係会社らとＫグループとの共同投資方式でこの投資が行われることとなった。原告らによる

その他の二つの投資案件である原告ＤによるＩ生命案件及び原告ＣによるＪ生命案件は、Ｈ

生命案件からほどなく実行されることとなった比較的小さな案件であったが、Ｈ生命案件と

の関連性もあったことから、Ｅ関係会社とＫグループとの間でＨ生命案件と同じ方式、同じ

投資割合、同じ条件で共同投資の対象とすることが合意され、原告らがＳＰＣとして投資対

象資産を取得することとなったものであった。 

このような共同投資を行うことになった理由及び経緯、Ⓐ及びＦがＫグループに共同投資

を打診した動機及び理由、さらに共同投資の形態が匿名組合契約を用いる方式になった理由

及び経緯などにおいて、いずれの点をとっても、本件各匿名組合契約が、非関連の独立当事

者間の取引として交渉され成立したものであることを疑わせるような事情は全くない。 

イ 原告らによる本件各投資事業は、Ｅ関係会社らによる投資事業の通常の方法に従って行わ

れていること 

Ｅ関係会社の自己資金を利用して市場における流動性の低い資産（典型的には不良債権ポ

ートフォリオや不動産ポートフォリオであるが、これらに限られない。）に投資するという

事業においては、Ｅ関係会社がその自己資金のみを投資する投資案件もあったが、他の投資

家を共同投資家として共同投資を行う投資案件もあった。投資案件を実行する際には、特定

のＳＰＣがＥ関係会社の海外の資金を取り入れ、ＳＰＣの日本支店がＳＰＣ本店からその資
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金の融通を受けて投資対象資産を購入することにより投資が行われ、ＳＰＣの日本支店が取

得して保有する投資対象資産の資産管理（債権のサービシング、不動産の管理処分を含む。）

その他経理等のバックオフィス業務については外部のサービサーや管理会社に事務委託す

るが、ＳＰＣ日本支店の業務全般については投資事業の日本における担当者であるＦのロー

カル・チーム（Ｅ関係会社とⒷ株式会社の合弁会社であったⒸ証券会社の債権部門本部に設

置された債権流動化チーム）が事務受託者としてこれを遂行し、外部のサービサーや管理会

社からＳＰＣに対する報告等についてはＦがＳＰＣに代わってこれを受け、外部のサービサ

ーや管理会社に対する指示を出すというのが、通常のＳＰＣの業務運営方法であった。 

上記事業の投資案件では、Ｅ関係会社が他の投資家と共同投資を行うこともあり、共同投

資の方式としては、匿名組合方式がよく利用されていた。Ｅ関係会社は自前のグループ内サ

ービサーや管理会社を持っていなかったことから、このような投資事業の投資案件では、Ｓ

ＰＣは非関連のサービサーや管理会社に資産管理等の業務を委託していた。 

本件各投資事業においては、原告らは、本件各匿名組合契約の締結後も、Ｅ関係会社のＳ

ＰＣとしてＥ関係会社と資本関係を有し、かつ、Ｅ関係会社の支配下に置かれるという点に

は全く何の変更もされていない。また、本件各匿名組合契約は商法に定められているとおり

の典型的な匿名組合契約であるから、匿名組合員たる当事者は、原告らが保有する投資対象

資産について何の権利も支配権も有することはなく、限定された範囲の検査権は有するもの

の受動的に匿名組合契約における営業者の営業から生ずる損益の分配を受ける権利を有す

るにすぎない（商法５３５条以下）。 

そして、現に、原告らは、Ｆ及びⒶが行う通常の上記事業の投資案件と同じように、ＳＰ

Ｃとして投資資産を保有し、原告らの業務全般については、Ｆのローカル・チームが投資事

業における他のＳＰＣと同じように事務受託しており、原告らが保有する投資対象資産の資

産管理等のサービシング業務を事務委託する委託先もＦが選定し、原告らの業務はＦの担当

者が原告らの事務受託者としてかかる委託先からの報告等を受けるというかたちで遂行さ

れたものである。 

ウ Ｖ社からの融資（本件借入契約Ⅲ）及び本件各保証書等の差入れの趣旨等 

本件のような不良債権等に対する投資案件においては、債権者は、債務者の全一般財産で

はなく、債務者が担保として供する特定の財産に対してのみ執行を行って債権を回収できる

という条件の融資（これが、通常ノンリコース・ローンと呼ばれる、ノンリコース条件によ

る融資方式である。）が行われるのが通常であるところ、原告らがＶ社から受けた本件借入

契約Ⅲによる融資も、ノンリコース条件での融資であり、ＳＰＣが投資にレバレッジをかけ

るためにノンリコース・ローン方式で第三者から借入れを受けることは珍しいことではない

から、本件のような不良債権等の資産への投資においてＶ社からの融資はごく通常の資金調

達方法であった。 

Ｖ社の融資条件においては、契約条項に反する担保資産の譲渡、融資に関する詐欺行為な

どの特定の事由が生じた場合には、融資契約上生じた原告らの債務についてはノンリコース

条件が外されていたが（リコース・カーブアウト条項。このような条項は、ノンリコース・

ローンの場合によく見られるものであって、珍しいものではない。）、かかる特定の事由が生

じた場合に債務者が負担する債務（以下「リコース債務」という。）は、いわゆる親保証と

して、通常の実務により、本件投資案件に対する投資資金の出し手であるＥ側の中に買収に
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より取り込まれた証券会社・投資銀行部門であったⒾグループの一員であり、当時、Ｆの親

会社であり、かつ、原告らの優先株主でもあったＷと、原告らに本件各匿名組合契約により

匿名組合員として当初資金を提供していたＧを当時保有していたＵが、Ｖ社に対してリコー

ス債務の一部につき本件各保証書を差し入れた。そして、Ｕが保証を行う対象は、原則とし

てリコース債務の８０％が上限とされており（乙１３・２条２段落）、Ｗが保証を行う対象

は原則として２０％とされている（甲３５・２条２段落）が、この保証額の割り付けは、Ｅ

側とＫグループ側が最終的に得ることになる経済的なベネフィットの割合での保証額の割

り付けを意図して取り決められたものであった。また、Ｕに対して保証料を支払っていない

ことについては、仮に原告らが同じく保証をしたＷに対して保証料を支払わずにＵに保証料

を支払うなどということをすれば、Ｅ側の費用負担で匿名組合員を利することになるためで

あった。 

エ 本件各業務委託契約、本件各保証書等における戊宛ての通知条項の趣旨等 

契約の「通知」条項にわざわざ当該契約の当事者以外の者を写し送付先として記載するこ

とは、契約実務上よく行われていることであり、その理由は様々であるが、もし、そのよう

な者が当事者間でなされた通知の写しを当事者自身から迅速かつ確実に受け取ることがで

きる立場にある場合には、当該者としては通知条項に写し送付先として記載してもらう理由

は特にないと考える方が自然であり、当事者自身から迅速かつ確実に受け取ることが保証さ

れていない場合にこそ写し通知先に記載してもらう意味がある。 

仮に、ｊが、ｒを支配しており、ｒはｊの「影響下で受託業務を遂行していた」のであれ

ば、ｊはｒからいつでも迅速かつ確実にｒが受領した通知のコピーを受け取るように指示し

ておくことが容易にできるはずであるから、ｊが本件各業務委託契約の通知の写し送付先と

して記載されているという事実こそは、まさに、ｒの受託業務の遂行がｊの影響下にないこ

とを示していると解する方が自然かつ合理的である。 

また、法律文書における通知条項において通知の写し送付先に当事者以外の誰を記載する

かは最終的にはその書面の当事者（作成者）が決めるべきことであるから、Ｗのみが署名し

ている法律文書であるＷがＶ杜に対して差し入れた本件保証書２及びこれに対する第一次

修正保証書の通知の写し送付先としてＵを記載することを決めたのはＷであると考える方

がはるかに自然かつ合理的である。実質的にも、ＥであるＷとしては、貸主であるＶ社が保

証人２名に対して同時に通知を送らなければならない義務があるわけでもない以上、原告ら

が債務者である本件借入契約ⅢについてＷと同じ保証人という立場にあるＵにもＷ宛ての

通知の写しが送られるようにしておくことで、①本件借入契約Ⅲの債務者であるところの、

Ｅの一員たる原告らが債務不履行にならないよう最大の注意を払い、かつ、②Ｖ社からの通

知が遅れたことを理由にＵが自己の保証債務の履行を遅延した場合には本件借入契約Ⅲに

ついて原告らが債務不履行に陥る可能性があることから、そのような事態が生じないように、

できることは何でもしておきたい等の思惑からＵを通知の写し送付先として記載したとし

ても何ら不思議でも不自然でもない。 

なお、乙は、ｒがかねてＯ、更にはそれとＹとの間で締結していたサポート契約に基づき、

Ｙのクロージング担当シニア・ヴァイス・プレジデントの立場で、ｒが原告らに提供する付

随サービスであるノンリコース・ローンの調達支援として本件借入契約Ⅲに関するＶ社との

交渉の業務に当たったものである。 
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(5) 原告ら、Ｆ、Ｎ及びＬはいずれも他社間海外取引などのＫグループの内部情報を知る立場

になく、被告が主張する他社間海外取引について何も知らないこと 

ア 原告らはいずれもＥ関係会社であるＳＰＣであって、原告らの実際の業務は、Ｅ関係会社

であるＦが受託し、原告らの日本における代表者はＦからの説明を受けて機関決定を行い、

契約締結等の署名等を行うという方法で遂行されていたものであり、日本における代表者自

身は他社間海外取引について聞いたこともなく、Ｓ、Ｘ及びＰのいずれについても名前を聞

いた記憶もない。したがって、海外におけるＫグループ内の関係会社間取引としか考えられ

ない他社間海外取引のようなＫグループ内の内部情報を知る立場になかったことは明白で

ある。 

イ Ｆは、Ⓐとともに、Ｋグループと共同投資の交渉を行う立場にあったが、共同投資の交渉

において、互いのグループ内でどのように資金調達を行うかは営業ノウハウに当たる重要な

内部の秘密情報であるから、たとえ共同投資家であってもそのような情報を開示することは

ない。そして、現に、当時のＦにおいて原告ら投資事業を担当していた担当者であったｇも、

その上司としてⒶとともにＫグループとの共同投資の交渉に携わった責任者であったｆも、

他社間海外取引の存在や、Ｓ、Ｘ及びＰのいずれのエンティティの名前についてもその存在

について、誰からも聞いたことすらなかった。 

ウ 本件各業務委託契約に基づき原告らがそれぞれ保有する資産の資産管理業務の事務委託

を行っていたｒ（Ｎ及びＬ）の対象資産は全て国内にあるので、両社の業務は、基本的には

国内の活動と情報のみで業務が完結するという極めてローカルな（純粋国内の）業務である。 

したがって、ｒがその業務の遂行上、海外の投資資産に投資するＫグループの投資会社を

顧客とすることはなく、かつ、ｒの顧客ではないＫグループの関係会社や海外にある投資資

産についての情報、さらにはｒの顧客ではないＫグループの関係会社間の取引について情報

を収集し、そのような情報に接することは、業務の性格上あり得ない。顧客がどのように資

金調達をするかなど投資対象資産に直接関係のない業務はｒの業務ではないし、ましてや両

社の顧客でもない海外の会社がいかなる取引を海外で行うかはおよそｒの業務とは関係が

ない。また、ＮもＬも、海外にあるｑグループの関係会社（これには、Ｏ及びその親会社で

あるＹという米国のエンティティが含まれる。）がそれぞれの顧客や、かかる顧客が海外で

投資している資産について有しているであろう海外のデータにアクセスすることは電子的

であれそれ以外の方法であれ、できないようにする情報遮断措置が講じられており、実際に

もｒは、日本の顧客のために独自の（つまり、海外のｑグループとは別の）ソフトウェア等

を開発して対応していた。 

(6) 被告の主張に対する反論 

ア Ｋが海外で締結していた契約により本件各分配金の請求権がＳに帰属するとの主張につ

いて 

(ア) そもそも、課税は、私法上の法律関係に即して行われるのが原則である以上、被告の

主張するように、契約書どおりに当事者の合意を認定するのではなく、契約書の内容とは

異なる当事者の合意を認定するためには、少なくとも、当事者の選択した法形式による契

約が不存在であること又は当事者の真の効果意思がけんけつし若しくは虚偽表示により、

当事者の選択した法形式による契約が無効であることを主張・立証する必要がある。 

しかしながら、被告は、ただ、他社間海外取引は複雑、う遠であるなどという意味不明
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かつ曖昧な主張をしているだけであって、本件各取引確認書及び本件各借入契約Ⅰが不存

在であること又は本件各取引確認書及び本件各借入契約Ⅰが無効であることを基礎付け

る具体的な主張・立証を何一つ提出できていない。 

(イ) 本件各取引確認書については、変動キャッシュフローである利益分配金の収入の９

９％相当額と固定キャッシュフローである本件各借入契約Ⅰ上の利息（金利は固定で年３．

５％）及び費用相当額をスワップする変動・固定のスワップ契約であることは、本件各取

引確認書の規定上明らかであり、本件各取引確認書のどの規定をみても、それ以外の金員

が当事者間で支払われる旨の規定は全くなく、Ｋが本件各匿名組合契約に基づいて配分を

受けた匿名組合損失をＳに引き受けさせる（言い換えると、ＳがＫに対してこの損失相当

額を支払う）旨の規定は、本件各取引確認書のどこにも存在しない。加えて、本件各取引

確認書の条項の中には、①ＫがＳに対して、Ｓが本件各匿名組合契約上の匿名組合員の権

利を直接的に原告らに対して行使させることを許容するような規定も、②ＳがＫに対して、

本件各匿名組合契約に基づいてＫが原告らに対して有する全部又は一部の権利の行使を

制約するような規定も、一切存在しない。したがって、本件各取引確認書の内容をもって、

ＫとＳとの間における本件各匿名組合契約の契約上の地位又は権利の一部譲渡の合意と

理解することは不可能である。 

また、次に、本件各借入契約Ⅰの各契約書（乙６ないし８）を精査しても、Ｋが本件各

匿名組合契約に基づいて損失の配分を受けた場合の規定や、ＫがＳに対して本件各匿名組

合契約上の匿名組合員としての契約上の地位の一部譲渡、あるいは同契約上の権利を譲渡

する旨の合意に該当するような規定は存在しない。本件各借入契約Ⅰの各契約条項の中に

も、ＫがＳに対して、Ｓが本件各匿名組合契約上の匿名組合員の権利を直接原告らに対し

て行使させることを許容するような規定は一切存在しない。そして、本件貸付債権譲渡契

約及び本件各借入契約Ⅱにも、①ＫがＳに対して本件各匿名組合契約上の匿名組合員とし

ての契約上の地位の一部譲渡、あるいは同契約上の権利を譲渡し、義務を引き受けさせる

合意、②ＫがＳに対して、Ｓが本件各匿名組合契約上の匿名組合員の権利を直接原告らに

対して行使させることを許容するような規定、③ＳがＫに対して、本件各匿名組合契約に

基づいてＫが原告らに対して有する全部又は一部の権利の行使を制約するような規定は、

いずれも一切存在しない。 

以上のとおりであるから、被告が主張する本件の一連の契約及び取引においてＫは利益

が出た場合の利益分配金を取得せず損失が出た場合のリスクを負うこともないとの主張

は、契約の内容に反していることは明白である。また、もし、本件各取引確認書により法

的にもＳが本件各分配金の請求権を取得したものというべきであるとの被告の主張が、①

Ｓは本件各取引確認書により本件各匿名組合契約の匿名組合員たる地位の一部譲渡を受

けたという趣旨であるとすれば、この被告の主張は、上記で明らかにした本件各取引確認

書の内容（すなわち、本件各取引確認書は、法的にも経済的にも本件各匿名組合契約上の

匿名組合員の損失負担リスクをＫからＳに移転させるものではないという内容）と矛盾し、

さらに、②本件各取引確認書及び本件各借入契約等を併せて評価したとしても、そのよう

な本件各匿名組合契約の匿名組合員たる地位の一部譲渡を規定するものではない以上、被

告の主張はこれらの二つの契約の内容とも矛盾することは明白である。 

(ウ) 被告が主張するところの「通常の」金利スワップ取引とは、「特定の想定元本」に対
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して「金融市場で成立している変動金利」を利用して計算される変動キャッシュフローと

上記と同じ金額の想定元本に対して「金融市場で成立している固定金利」を利用して計算

される固定キャッシュフローを交換するという、通常プレインバニラと呼ばれる最も単純

な金利スワップ取引を指しているものと思われるが、そもそも、原告らは、本件各スワッ

プ取引が、プレインバニラの金利スワップ取引であるとは主張していない。 

そもそも、スワップ取引とは、それぞれ別々に特定されて計算される、一定期間におけ

る二種類のキャッシュフローの交換であり、プレインバニラと呼ばれる単純な金利スワッ

プだけがスワップ取引ではない。また、スワップ取引においては、契約当事者間の合意が

成立すれば、どのようなキャッシュフローでも交換可能である。また、スワップ取引にお

いては、想定元本を特定して交換されるキャッシュフロー計算を行うこともあれば、資産

を特定して交換されるキャッシュフロー計算を特定することもあることはいうまでもな

い。想定元本の規定がなければ金利スワップ取引ではないというのは、金利スワップ取引

なるものをプレインバニラのみに限定して認めるというわい小化された誤った独自の見

解でしかない。 

スワップ取引として必要十分な規定がなされているかは、スワップ取引の契約書におい

て規定されている内容によって交換の対象となるキャッシュフローが正確に計算可能か

否か、スワップ取引の条件が曖昧さを残さない程度に規定されているかであって、交換の

対象となるキャッシュフローが想定元本を用いて計算されることになっているか否かが

その取引がスワップ取引（あるいは金利スワップと同種のスワップ取引）に該当するか否

かを決定するのではない。したがって、プレインバニラの金利スワップ取引に該当しない

金利スワップ取引あるいはアセット・スワップ取引において、そもそも合意されている内

容だけでは交換の対象となるキャッシュフローが明確に特定できず、計算ができない、あ

るいはスワップの履行条件が不明確であるなどの問題がない限り、当該取引がスワップ取

引ではなくなるということにはならない。言い換えると、本件各スワップ取引における合

意の内容がスワップ契約であるかは、２つの異なるキャッシュフローを交換することを目

的とする契約がなされたか、その交換条件及び交換の対象となるキャッシュフローの金額

の特定が必要十分な程度に明確になされている契約か否かによって決まるのであるが、本

件スワップ取引における合意の内容は、被告が証拠として提出した書面に記載されている

条項のみで、スワップ契約として必要十分な程度に明確である。 

イ Ｎ及びＬが「本件の投資スキーム」の全体像を認識していたとの主張について 

(ア) 被告が主張する「本件の投資スキーム」が具体的に何を指すのかは、全く明らかでは

ないが、本件の投資スキームの全体像なるものが仮に存在していたとしても、Ｌ及びＮは、

Ｋグループが日本において行った投資対象資産に関するサービスを提供する会社であっ

て、日本における業務上そのような情報を知る必要もないし、そのような情報にアクセス

することもできなかったのであるから、Ｌ及びＬの業務とは何の関係もないし、Ｋグルー

プの関係会社が海外で行う取引については、現に、他社間海外取引のこともＳ、Ｘ及びＰ

のことも知る立場にはなく、現実に知らなかった。 

(イ) 仮にＹが当該他社間海外取引の計算代理人であったことが事実であるとしても、Ｋは

ｒの顧客ではなく、ｒは海外のｒが有する顧客データにアクセスすることもできなかった

のであるから、被告が主張するようにＮやＬが他社間海外取引を知っていたことを示すこ
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とにはなり得ない。 

(ウ) 原告らの資産管理運用の業務委託先をＮ及びＬにするよう推薦し、決定したのは、丁

でも乙でもないし、Ｋグループ側の誰かでもなく、原告らをＳＰＣとしてその業務全般を

受託していたＦであった。 

また、Ｆがｒを原告らの業務委託先に選定したのは、Ｈ生命案件の共同投資者であり、

同じ投資リスクを負担しているＫグループと強い関係にあるサービサー等であれば、共同

投資家の利益を最大限上げるために、熱心に資産管理業務を遂行することが期待できるこ

と、Ｆの責任者であったｆは、ｒのサービシング業務の質の高さもよく理解していたこと

など、Ｆ独自の経済合理性に基づく検討の結果なされた判断によるものであり、その事実

は、もっぱらＦがその点をＥ関係会社側にとっては「自らのビジネス上好ましい強み」と

して評価したことを意味するのであって、経験則に照らしでも、丁や乙が、あるいはそれ

以外のＫグループの関係者が、Ｋグループの重要な内部情報を、日本に所在する資産の管

理運用等を業とし、海外の情報を知る立場にも知る必要もないｒに開示することの理由に

はおよそなり得ない。 

(エ) ｑグループがＫグループを最大の顧客とする資産管理運用等のサービスを行うこと

を業とするグループ企業であり、そのような理由でＦがｑグループに属するＬ及びＮを原

告らの契約相手として選定したことと、これら２社が「本件の投資スキームの全体像を認

識していたとみるのが自然」（これは、とりもなおさず、他社間海外取引について認識し

ていたとみるのが自然、という意味にほかならない。）であるという被告の主張の間には、

明らかな論理の飛躍がある。 

(オ) 被告は「丁→Ｋグループを支配→ｑグループを支配→Ｙを支配→Ｌ及びＮを支配→ゆ

えにＬ及びＮは丁又はＫグループの関係会社間の取引やスキームの全体を知っていたは

ず」という構図を描き、被支配者は、より上位の支配者の認識と情報を全て開示され共有

しているはずであるという前提で論理を展開しているが、通常のグループ企業内あるいは

同一グループに属さない場合であっても取引関係が強い企業間では、特定の個人が役員の

兼任をする場合に、業務上必要な範囲を超えて一方企業が保有している情報を他方企業に

提供すること、ましてや、一方企業にとっての顧客情報等の企業秘密であって、他方企業

の事業活動と全く無関係な情報を提供することなど、およそ企業活動、事業活動上の常識

に反するから、そもそも、その前提自体が経験則に反し、正しくない。 

また、被告は、「本件各投資メモによれば、一連の契約関係が、Ｋグループにおける本

件各匿名組合契約に係る投資スキームとして構築されたと認められる」などと主張するが、

本件各投資メモには、匿名組合契約の投資の目的や、資産管理者、期待される収益等につ

いての記載はあるものの、本件各借入契約等や、本件各取引確認書に関する記載は何ら存

在しないから、本件各投資メモが、本件各借入契約等や本件各取引確認書について丁の承

認があったことの根拠になるとする被告の主張は失当である。 

(カ) 本件各業務委託契約においては、Ｌ及びＮがそれぞれ丁の支配を受けなくなった場合、

すなわち丁が直接的又は間接的にＬ及びＮの５０％以上の議決権を保有しなくなった場

合には、原告らは、アセット・アドバイザリー契約を終了させることができる旨の定めが

あるが（７(c)項(v)）、この条項は、共同投資家が当該サービサー等を第三者に売却する

など支配権に変動があった場合に、当該サービサー等が共同投資家と同じ利害関係を持た
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なくなる結果、Ｅのための熱心な業務遂行が期待できなくなるおそれがあるため、そのよ

うな場合にはサービサー等を交替させる権利を原告らが留保しておくべく、Ｅが用意した

ＳＰＣのサービサー等として共同投資家グループ内のサービサー等を起用する場合には、

Ｅ関係会社側が負うこととなるビジネス・リスクを回避するための手段としてＦが通常意

識的に盛り込んでいた条項であった。 

このように、本件各業務委託契約は、独立当事者間の合理的かつフェアな交渉によって

条件が決まり、契約がなされたものである。 

ウ Ｌ及びＮが本件各分配金はＳに帰属することを認識していたことが認められるという主

張について 

(ア) そもそも、本件各匿名組合契約の原告らの相手方当事者として原告らに対し本件各分

配金の請求権を有する者がＳであるという被告が主張する私法上の法律関係を基礎付け

るためには、原告らにおいてＳを本件各分配金を支払うべき相手方当事者として契約を有

効に成立させる内心的効果意思が必要であることは民法理論上疑いのないところであり、

かかる内心的効果意思は、「認識できたはず」などという曖昧かつ不確定な主観的状態で

は到底基礎付けることができないから、原告らの認識可能性をいう被告の主張は、そもそ

も主張自体失当である。 

(イ) 本件各匿名組合契約の５．４項は、源泉徴収すべき税額がある場合には徴収し出資者

に通知するということを定めている規定であって、営業者である原告らに被告主張のよう

な事前確認義務を負わせる規定ではない。 

また、原告らは、既に本件各匿名組合契約をＧからＫに対して譲渡した旨の正式の本件

各譲渡通知兼承諾書を受領し、その文書に署名していた上、本件各処分対象期間における

最初の利益分配金の支払前にＫから本件各租税条約届出書を受領していたところ、原告ら

のみならず、原告らの業務全般を事務受託していたＦにとってみれば、自己又は自己のグ

ループ会社でもない第三者である私法上の契約の相手方当事者（すなわちＫ）から、適式

に作成された租税条約届出書の提出をタイムリーに受けているにもかかわらず、あえて源

泉徴収を行えば、当然に相手方当事者との関係では債務不履行の責めを負うというリスク

があるし、逆に第三者をして本来は租税条約の適用がないことを知りながらあえて当該第

三者に虚偽の租税条約届出書を提出させて源泉徴収しないこととしたとすれば、それは源

泉徴収義務違反を問われるリスクを負う行為であるのであるから、ＦがあえてＥ傘下のＳ

ＰＣである原告らにそのようなリスクを負わせるような行動をとるべき理由は何もない。

仮に、原告らが、本件各租税条約届出書が提出されていたにもかかわらずあえてＬ及びＮ

に対して利益分配金の帰属先を尋ねるようなことを行っていたとしても、両社もまたＫこ

そが本件各匿名組合契約の相手方当事者であり、利益分配金の債権者であると理解してい

たことは既に明らかはしたとおりであるから、本件各分配金の請求権の帰属先がＳである

と回答したはずもない。 

したがって、原告らが、本件各分配金の請求権がＳに帰属することを認識できた可能性

は、一切存在しないといわざるを得ない。 

エ 被告は、本件各匿名組合契約の９．１項が同契約の一部譲渡を禁止していることを看過し、

誤った契約解釈を前提とする主張に終始していること 

(ア) 本件各匿名組合契約の９．１項は、【ルール１】匿名組合員による本件各匿名組合契
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約上の地位ないし権利義務の一部譲渡については、営業者の事前の書面による同意及び外

部カウンセルの意見書がない限りこれを禁止し、【ルール２】他方、匿名組合員による本

件各匿名組合契約上の地位ないし権利義務の全部譲渡については、原則としては営業者の

事前の書面による同意及び外部カウンセルの意見書がない限りこれを禁止するものの、そ

の例外の一つとして、匿名組合員の関係者（単数）への契約上の地位ないし権利義務の包

括譲渡を営業者の事前の書面による同意及び外部カウンセルの意見書なしに認める、とい

う内容を定めているのである。 

(イ) 本件各匿名組合契約の９．１項の英語原文第１文の本則規定部分は、匿名組合員に対

して、同契約上の地位の譲渡についても同契約上の権利義務の譲渡についても、全部譲渡

か一部譲渡かを問わず、相手方当事者（つまり原告ら）の事前の書面による同意と所定の

内容の外部カウンセルの意見書がない限り禁じる旨の合意である。 

英語原文第１文のただし書は、英語原文第１文の本則規定部分によって課された契約上

の地位ないし権利義務の全部譲渡及び一部譲渡の禁止に対する例外を定めており、このた

だし書によって、匿名組合員の関係者（"ａｎ"等の冠詞があることに示されているとおり

単数に限られる。）に対する譲渡がその例外の一つとされている。英語原文第２文は、譲

渡がなされた場合においては、譲受人が「本契約に基づく匿名組合員の全ての権利を承継

する」ことの確認を義務づける内容であることから、英語原文第１文のただし書による関

係者（単数）への譲渡についても、譲受人（すなわち、１名の関係者）が契約上の地位の

譲渡であれ、契約上の権利義務の譲渡であれ、全ての権利を包括的に承継することの確認

が義務付けられていることが分かる。したがって、英語原文第１文のただし書に基づく関

係者（１名）への譲渡とは、１名の譲受人が契約上の権利を包括的に承継するもの（言い

換えると、包括的な承継である契約上の地位の譲渡あるいは権利義務の包括譲渡のみ）で

なければならない。すなわち、英語原文第１文のただし書は、英語原文第１文の本則規定

部分による契約上の地位ないし契約上の権利義務の全部譲渡禁止に対する例外を認めた

規定ではあるが、一部譲渡禁止に対する例外を認める規定ではないことは文理上明白であ

る。 

(ウ) 本件各匿名組合契約の準拠法は日本法であるが、契約の言語は英語である。したがっ

て、契約条項の意味については、英語原文の意味を探求しなければならないことはいうま

でもない。本件各匿名組合契約を締結したＧのヴァイス・プレジデントであり、かつ、自

身も米国において法曹資格を有する弁護士である戊も、この本件各匿名組合契約の９．１

項の英語原文の意味について、まさに上記に述べたとおりに理解しており（甲３３）、本

件各匿名組合契約の９．１項の英語原文の意味としては、上記以外の解釈を採り得る余地

は全くない。 

(エ) 本件各匿名組合契約の９．１項第２文における「hereunder」とは、「under this 

Agreement」（本契約に基づく）以外の意味ではあり得ず、かつ「TK Investor」のように

大文字で表記される契約中の定義語（Ｋを意味する定義語である。）をわざわざ「hereunder」

で修飾する必要性は全くないことから、「hereunder」は「all rights of TK Investor」、

つまり「TK Investorの全ての権利」を修飾していること（したがって、文字どおりに訳

すと、「本契約に基づく、ＴＫ出資者の全ての権利」ということになる。）は明白である。 

以上の英文解釈の基本も踏まえると、本件各匿名組合契約の９．１項第２文は、譲渡
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（Transfer）がなされた場合に新譲受人が本件各匿名組合契約に基づく匿名組合員の全て

の権利を承継すること（つまり、全部譲渡）を意図した英文であることは明らかである。

そして、本件各匿名組合契約の９．１項第２文は同第１文に基づいてなされる全ての譲渡

（Transfer）に適用されると解するのは極めて合理的であるから、仮に同第１文により一

部譲渡がなされることが許容されているということであれば、全部譲渡の場合にだけ同第

２文に従って確認証書を交付すればよく、一部譲渡の場合には確認証書の交付は不要であ

るという解釈となろうが、かかる解釈は、あまりにも不合理であって採り得ない。加えて、

本件各匿名組合契約がそもそも匿名組合員は１名であることを前提とした規定しか置い

ていないことも考慮すれば、本件各匿名組合契約の９．１項第２文は同第１文に基づいて

なされるすべてのTransferに適用されると解釈するのは極めて合理的でもあるし、同第１

文自体、この解釈と整合的に解釈することができる。 

(オ) ＧからＫへの本件各匿名組合契約の全部譲渡には原告らの事前承諾が不要であった

が、それは、ＧからＫへの譲渡が、ＫというＧの関係者１名に対する匿名組合契約上の地

位の譲渡ないし権利義務の包括譲渡（全部譲渡）であったからである。 

被告が主張しているＫからＳへの本件各分配金の請求権の譲渡は、一部譲渡であること

は明白であるから、仮にそのような一部譲渡がなされたという被告の見解に立ったとして

も、そのような一部譲渡は、上記(ア)のとおり、本件各匿名組合契約の９．１項によって

禁止されており、原告らが同意したこともないのであるから無効である。 

ちなみに、合意により契約や権利義務の一部譲渡を禁じることは決して珍しいことでは

ない。その理由は、契約や権利義務の一部譲渡がなされると、債権者や債務者が複数にな

ることにより新たに生じる問題を契約上明確にするための合意が必要になることも多く、

例えば、ある債権の債権者が一部譲渡によって複数になると、債務者としても、誰を相手

にどのように債務を履行すれば債務不履行に問われないことになるのかが不明確になり

やすいからである。 

(カ) また、ＧからＫへの本件各匿名組合契約上の地位の譲渡ないし権利義務の包括譲渡が

同契約の９．１項の規定を遵守して行われたことは証拠上明らかである一方で、Ｋが、そ

の後に同項に基づくＫの関係者への譲渡を行ったことはなく、そのような譲渡がなされた

ことを示す証拠は一切ない。 

仮に一部譲渡がなされたとすると、本件各分配金の支払時に原告らが源泉徴収義務を負

うか否か、負う場合には、全額について源泉徴収する義務を負うのか、それともその一部

についてのみ源泉徴収する義務を負うのかは原告らひいてはＥ関係会社にとって極めて

重要な問題であるから、営業者の事前の書面による同意及び外部カウンセルの意見書等を

要求している９．１項が規定どおりに厳格に運用されるべきところ、ＫからＳへの一部譲

渡に関する意見書も、それについての本件各匿名組合契約の９．１項の第２文に基づく原

告による確認証書の交付の要請も存しない。 

オ 原告らも、Ｋグループ内で本件各匿名組合契約に基づく匿名組合員としての権利を有する

者が交代することを予定していたとの主張について 

(ア) 被告は、原告らは、Ｋグループ内で「本件各匿名組合契約締結後に匿名組合員が変更

されることも当然予定していた」などと主張するが、そもそも、原告らは、被告が主張し

ているような本件各匿名組合契約の一部譲渡についてＫから一度たりとも（書面か否かを
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問わず、また事前か事後かを問わず）同意を求められたこともなければ、何らかの通知を

受けたこともない上、原告らがＫから他の関係者に対する本件各匿名組合契約上の権利の

一部譲渡について（書面か否かを問わず、また事前か事後かを問わず）同意を与えたなど

という事実は、明示か黙示かを問わず一切なく、そのような一部譲渡について何も知らさ

れたことがない。 

被告は、「Ｋグループに属する者であれば、契約書で特定されている者以外の者を匿名

組合員の権利を有する者と認定したとしても、原告らの意思に反することにはならない」

などと主張するが、相互に非関連の独立当事者間で締結された契約において合意されてい

る譲渡制限規定である本件各匿名組合契約の９．１項において、一部譲渡については匿名

組合契約の営業者の事前の書面による同意及び外部カウンセルの意見書の取得なき限り

禁じられていることは、上記エ(イ)で主張したとおりである。さらに、念のためにいうと、

原告らはＳというエンティティの存在を知らなかったのであるから、原告らが、自身がＳ

との間で契約を締結したと認識していることなどあり得ない。 

なお、上場企業であるのみならず、金融機関を中核としているＥが、非関連の独立当事

者であるＫグループとの契約である本件各匿名組合契約を結ぶに当たり、Ｅが支配してい

る原告らにわざわざ所得税法に違反して、本件各匿名組合契約に基づく本件各分配金は、

日愛租税条約の適用がない者（すなわち、Ｓ）に対する支払であることを知りながら、所

得税法上なすべき源泉徴収を行わず、本件各匿名組合契約に基づく利益分配金全額の支払

がＫに対してなされたかのように見せかけて行わせることをＫグループと合意し、かつ、

原告らが本件各分配金について源泉所得税を徴収しなかった結果として、Ｅの一員である

原告らが延滞税、加算税などを賦課され、もって金銭的な意味でも、またレピュテーショ

ンという意味でも、多大な損害を被ることになるリスクをあえて引き受けた上でＫグルー

プが構築した取引に加担することが自らの利益になることは、文字どおり何もない。それ

にもかかわらず、Ｋグループにいわば盲目的に従い、自ら不利な結果（法令違反、経済的

損失、レピュテーションリスクなど）を甘受するなどということは、社会通念上も、経験

則上もおよそあり得ないことである。 

(イ) ＫがＫグループ内のファイナンスセンターとして機能していたという情報を原告ら

が知ったのは、原告ら第２反論書を東京国税不服審判所に提出するに当たり、原告らがＫ

から事実関係に関する情報を収集した結果初めて知ったものである。同反論書における原

告らの主張は、Ｋの事業は、Ｋグループ内において、資金調達だけではなく、効率的なキ

ャッシュマネジメント及び資金運用を図ることにあるという趣旨のものであり、効率的な

キャッシュマネジメントや資金運用を図ることの中には、金融資産への投資活動と投資資

産の保有も含まれると理解する方が自然であるから、ファイナンス（資金）の手当てが完

了次第、匿名組合員の地位はＫからＫグループに属する他の事業体に変更することが当然

予定されていたとの被告の主張は、被告独自の誤った思い込みでしかない。 

第２ 原告らの還付等の請求権の成否等（争点(２)）について 

１ 原告らの主張の要点 

(1) 原告Ｃについては、別表３記載に係る合計金２億５２４７万７８３１円が、徴収義務がな

いにもかかわらず納付された、法律上の原因を欠く税額に対する納付金額たる誤納金の合計額

であるから、原告Ｃは、被告に対し、その還付を求める。また、原告Ｃは、上記還付金につい
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て、租税特別措置法９５条、９３条１項に基づき各年の特例基準割合（ただし、当該特例基準

割合に０．１％未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。）に基づいて発生する還付

加算金の支払を求める。 

(2) 原告Ｄについては、別表４記載に係る合計金４億９５１０万７３０７円が、徴収義務がな

いにもかかわらず納付された、法律上の原因を欠く税額に対する納付金額たる誤納金の合計額

であるから、原告Ｄは、被告に対し、その還付を求める。また、原告Ｄは、上記還付金につい

て、租税特別措置法９５条、９３条１項に基づき各年の特例基準割合（ただし、当該特例基準

割合に０．１％未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。）に基づいて発生する還付

加算金の支払を求める。 

２ 被告の主張の要点 

本件各処分の取消請求は理由がないから、原告らの還付請求及びこれに係る還付加算金の請求

はいずれも理由がない。 

以 上 
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別表１－１ 

Ｃ社本件各処分の経緯 

(単位：円) 

年月日 区分 年月日 納付すべき税額 不納付加算税の額

納 税 告 知 及
び 賦 課 決 定

平成19年3月27日

異 議 申 立 て 平成19年5月25日 0 0

異 議 決 定 平成19年8月23日

審 査 請 求 平成19年9月20日 0 0

審 査 裁 決 平成22年8月26日 棄　　　　却

平成15年
12月分
～

平成18年
1月分

別表１－２「納税告知及
び賦課決定」欄のとおり

棄　　　　却

 

 

 

別表１－２ 

Ｃ社本件各処分の内訳 

(単位：円) 

納付すべき税額 不納付加算税の額

平成15年12月分 平成16年1月13日 112,711,500 11,271,000

平成16年1月分 平成16年2月10日 77,517,000 7,751,000

平成16年2月分 平成16年3月10日 209,533,500 20,953,000

平成16年3月分 平成16年4月12日 460,201,500 46,020,000

平成16年4月分 平成16年5月10日 230,248,125 23,024,000

平成17年2月分 平成17年3月10日 42,317,946 4,231,000

平成17年3月分 平成17年4月11日 39,402,000 3,940,000

平成17年4月分 平成17年5月10日 16,483,500 1,648,000

平成17年5月分 平成17年6月10日 4,752,000 475,000

平成17年6月分 平成17年7月11日 69,745,500 6,974,000

平成17年7月分 平成17年8月10日 6,682,500 668,000

平成17年10月分 平成17年11月10日 16,780,500 1,678,000

平成17年12月分 平成18年1月10日 5,197,500 519,000

平成18年1月分 平成18年2月10日 178,200,000 17,820,000

納税告知及び賦課決定
年月日 法定納期限
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別表２－１ 

Ｄ社本件各処分の経緯 

(単位：円) 

年月日 区分 年月日 納付すべき税額 不納付加算税の額

納 税 告 知 及
び 賦 課 決 定

平成19年3月27日

異 議 申 立 て 平成19年5月25日 0 0

異 議 決 定 平成19年8月23日

審 査 請 求 平成19年9月20日 0 0

審 査 裁 決 平成22年8月26日 棄　　　　却

平成15年
8月分
～

平成17年
5月分

別表２－２「納税告知及
び賦課決定」欄のとおり

棄　　　　却

 

 

 

別表２－２ 

Ｄ社本件各処分の内訳 

(単位：円) 

納付すべき税額 不納付加算税の額

平成15年8月分 平成15年9月10日 1,116,720 111,000

平成15年9月分 平成15年10月10日 930,600 93,000

平成16年6月分 平成16年7月12日 5,769,720 576,000

平成16年7月分 平成16年8月10日 124,514,280 12,451,000

平成16年8月分 平成16年9月10日 27,918,000 2,791,000

平成16年9月分 平成16年10月12日 73,145,160 7,314,000

平成16年10月分 平成16年11月10日 69,795,000 6,979,000

平成16年11月分 平成16年12月10日 558,360 55,000

平成17年3月分 平成17年4月11日 5,955,840 595,000

平成17年4月分 平成17年5月10日 8,933,760 893,000

平成17年5月分 平成17年6月10日 118,832,877 11,883,000

年月日 法定納期限
納税告知及び賦課決定
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別表３及び４ 省略 




